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 午前１０時００分 開  議 

 

○相田克平議長 ただいまの出席議員21名であり

ます。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は議事日程第３号により進めます。 

 

 

 

  日程第１ 代表質問 

 

○相田克平議長 日程第１、代表質問を行います。 

  順次、発言を許可いたします。 

  櫻田門、11番堤郁雄議員。 

  〔１１番堤 郁雄議員登壇〕（拍手） 

○１１番（堤 郁雄議員） おはようございます。 

  櫻田門の堤郁雄です。櫻田門の３人を代表いた

しまして、質問いたします。 

  今日から３月です。令和になって早くも５年目

の春を迎えようとしています。 

  この５年間でも、世の中は大きく変わってきま

した。新型コロナウイルスの蔓延で、国内での多

くの感染者が出たことはもちろんですが、サプラ

イチェーンが壊され、原料や部品が入ってこず、

国内の工場も稼働できず、製品が消費者に届かな

いという状況が長く続きました。今でも、自動車

などは注文しても何か月待ちという状態が続いて

います。 

  ロシアによるウクライナ侵攻も発生から１年が

たち、両国とも小麦の一大産地ですから、小麦の

品不足と値段の高騰が起こり、関連してガスなど

の燃料不足と電気料金などの高騰は、ほかのあら

ゆる製品の物価の高騰につながっています。 

  国は、インフレ目標２％を掲げて、日銀総裁が

替わっても金融緩和方針は維持するようでありま

すが、一方では燃料などの高騰対策も行っていま

す。しかし、一時的な対策ですから、また電気料

金の高騰があるのではないかと心配しています。 

  賃金が上がらない中で物価だけが上がっていけ

ば、可処分所得が減るわけですから、実質賃金は

減ることになります。それは望ましいインフレで

はありませんから、総理が賃金を上げてくれと経

済団体に頼んだおかげか、大企業の多くは賃金を

上げるところが多いようであります。 

  しかし、中小・零細企業やそれらが多い地方の

事業所ではどうでしょうか。原材料費や燃料、光

熱費の高騰の影響を価格に転嫁できなかったり、

売上げ自体が減って、賃金まで回せないのが現状

ではないでしょうか。グローバリズムの名の下に

工場などを外国に移し、国内を空洞化させたツケ

が今ここに出ているのではないかと思います。 

  もちろん、日本は地震などの災害が多い国です

から、リスク分散という意味では、ある程度海外

分散は必要なことだと思いますが、安いから海外

へという考えでは、国内の企業、特に中小企業の

従業員の生活が脅かされ、同時に中間層の消費者

が減って、ＧＤＰが減り続けるという、相変わら

ずの世界で唯一のデフレ国、経済成長のない国と

いう状態が、今後も続いていくのではないかと危

惧しています。 

  日銀の金融政策だけでは、日本経済は復活しな

いと思います。つまり、実需、個人消費と企業の

設備投資がなければ、日本の経済成長はありませ

ん。人口が減っているから日本は経済成長しない

と言う人がいますが、日本以上に人口減少が激し

いにもかかわらず、経済成長している国はたくさ

んあります。 

  日本の経済成長に寄与するためにも、地方の経

済成長が必要です。地方には、老朽化したり、生

徒数の減少で学校の統廃合が必要になったり、建

て替え等が必要なインフラ施設がまだまだたくさ

んあります。しかし、地方には十分な予算があり

ませんから、国の補助があるときに、やっと事業

化できます。国は、地方のインフラ整備に必要な

予算は、10割負担にしてもやるべきだと思います。 

  ＧＤＰ、国内総生産は、個人消費と企業投資と
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貿易黒字、そして政府支出――いわゆる公共事業

ですが、これらを足し合わせたものですから、政

府支出を増やすだけでもＧＤＰは伸びます。ＧＤ

Ｐは、国民の豊かさの指標であり、資産の量です。

国は、国民を豊かにする義務があるわけですから、

もっと多くの事業を行うべきです。必要な財源は、

国債を刷ればいいだけですから簡単です。プライ

マリーバランスの黒字化など、日本にとって意味

のない縛りはやめるべきです。 

  一般質問のたびに同じことを言っていますが、

自国通貨建て国債を幾ら発行しても、国は破綻し

ません。国債は、国にとっては借金ですが、国民

にとっては資産です。国はお金を刷ることができ

ますが、地方はそういうわけにはいきません。国

の交付税交付金や補助金、そして地方債の発行に

頼るしかありません。３割自治というように、地

方の自主財源は３割程度ですから、仕方がありま

せん。 

  さて、ここから本題に入りますが、市長の市政

運営方針にあるとおり、現在工事中である市立病

院が、三友堂病院との医療連携病院として、本年

11月に開院する予定です。当然、完成すれば建設

費の償還が始まるわけですが、現在、私たちがい

るこの市庁舎も完成して、現在利用しているわけ

ですが、起債した地方債の償還が始まっているも

のと思います。 

  さらに、（仮称）南西中学校の校舎建設や、広

幡コミュニティセンターや塩井コミュニティセン

ターの建設、現第六中学校を（仮称）統合小学校

にするための改装費や、六中グラウンドに建設予

定の給食共同調理場の建設、こちらはＰＦＩを予

定しているようですが、このように公共工事の予

定がめじろ押しであります。 

  そこで心配になるのは、償還時期が重なったと

きの本市の財政への影響であります。 

  そこでまずお聞きしますが、市庁舎、市立病院

の建て替えに係る起債の償還の状況と財政への影

響についてお答えください。 

  また、今述べたような公共工事が今後も続いて

いきますが、財政計画は万全に行われているのか、

お答えください。 

  次に、公共施設の統廃合についてお聞きいたし

ます。 

  本市では、公共施設等総合管理計画によって、

公共施設の統廃合を行っていくとしています。40

年で40％、20年で20％という床面積の削減目標が

あると思いますが、進捗状況はどうなっているの

か、お答えください。 

  また、全体の削減計画は、施設の個別計画の進

捗で大きな違いが出ます。個別計画では廃止する、

あるいは統合すると決めていなければ、現実の削

減は難しいと思います。個別計画を見てみると、

廃止というのはほとんどなく、在り方を検討する

という施設が多いように思いますが、廃止ではな

く存続ということもあるのか、在り方を検討する

というのはどういう意味なのか、お答えください。 

  また、計画の中には複合化を進めるとあります

が、複合化すれば、確かに施設の数や面積の削減

は進むものと考えますが、現実に複合化した施設

はあるのか、お答えください。 

  次に、ウッドショックに対する施策についてお

聞きします。 

  先ほども述べましたが、新型コロナウイルスの

蔓延やロシアのウクライナ侵攻によって、輸入木

材や金属などの資材関係は、全て値上がりや品不

足が続いています。鉄などの金属資材は本市では

無理だとしても、木材ならば、本市内にもありま

す。本市内産材の活用ということを考えて質問し

ますが、まず木材について、ウッドショックに対

する施策はあるのか。あれば、どのようなことを

行っているのか、お聞きします。 

  また、本市内産の木材の活用状況についてお聞

きします。今後、さらに本市内産材の活用を進め

ていくための施策はあるのか、どのような施策を

行っているのかについてもお答えください。 

  次に、書かない窓口についてお聞きします。 
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  書かない窓口とは、例えば住民票を取りに市役

所に来た場合、現在は、名前や住所などを紙に書

いて窓口に出して、職員がその書類をチェックし

て担当課に送って、出てくるのを待つということ

になるわけですけれども、書かない窓口では、マ

イナンバーカードなどを出して、住民票をお願い

しますと言えば、それで申込みは終わりです。受

付の職員も、カードの顔写真で本人確認したら、

パソコンで書類の発行を行うだけで、名前や住所

が書いてあるかどうかということをチェックする

必要もなくなるので、手続時間の短縮、負担の軽

減になるわけです。また、デジタル庁によれば、

必要な手続をまとめてできるので、窓口移動回数

の削減や、経験の浅い職員でも対応できるので、

サービスの平準化ができる。住民にとっては、「書

かない、待たない、回らない」という非常にあり

がたいサービスになります。 

  山形県内では、既に天童市が実施しているとお

聞きしますが、一部、庄内町でもやっているとお

聞きしています。県外でも既に行っている都市が

増えているようです。本市の取組状況はどうなっ

ているのか、お聞きします。 

  次に、人口減少対策についてお聞きします。 

  御存じのように、本市でも平成12年を境に人口

が減少し続け、増加に転じる兆しはまだ見えませ

ん。 

  市長の市政運営方針では、子育て対策、高校生

の地元定着の促進や、移住促進のための施策など

を行っていくということですし、以前からも移住

定住の施策が行われているのは、私も知っている

ところであります。しかしながら、子供の数がま

すます減っていく状況を見ると、やはり市外から

人を呼んでこなければならないと感じます。 

  しかし、いきなり移住してくださいと言っても、

なかなか難しいのも事実です。しかも、日本国中

の自治体がそうですから、限りある人口を取り合

っているような状況があるということも、現実に

あります。 

  そこで、まずは関係人口を増やして、移住につ

なげていきたいというのが、本市でもやっている

施策だと思いますが、そこでふるさと住民制度を

導入してはいかがでしょうか。 

  ふるさと住民制度は、本市に観光などで訪れた

人や、ふるさと応援寄附金を行ってくださった方、

災害で避難している人、通勤通学、別荘など２地

域居住をしている人などに、市外に住んだまま、

住民登録してもらう。もちろん、実際に住民票を

移すのではなく、本市を応援してくれる特別住民

になってもらい、ふるさと住民票を発行します。

本市からは、イベントなどの情報や空き家情報な

どと一緒に、宿泊や物品の購入に使える割引券を

送ったりして、すぐに移住には結びつかなくても、

第二の故郷のように、緩やかに本市と結びついて

もらうことができます。 

  既に県外では、熊本県天草市や近江八幡市、丹

波市、鳥取県日野町など、既に制度を導入してい

る自治体が多くあります。本市でも導入を検討し

てみてはいかがでしょうか。 

  次に、昨日の一新会中村代表の質問と重複する

部分もあるかと思いますが、御容赦いただきたい

と思います。空き家対策についてです。 

  先日、米沢市空家等対策計画（中間見直し）（案）

が示されましたが、その中で、空き家の所有者に

アンケートをしているわけですが、紹介しますと、

空き家利活用の意向ということで、「今後の活用

についてどのようにお考えですか」という質問に

対し、複数回答ですけれども、一番多い答えが「適

正価格で売却したい」で38.2％、次に多いのが「安

くていいので売却したい」28.9％、次に多いのが

「解体して土地を活用したい」が18.6％と続くわ

けですが、次に多いのが「行政に寄付して利用し

てほしい」というのが15.2％もあります。さらに、

「隣地の方等に無償で譲渡したい」が6.3％で、譲

渡したいという意向が合計で88.6％、無償譲渡し

たいの合計は21.5％もあります。 

  重複回答ですので合計が100％を超えますけれ
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ども、賃貸したいという意向の合計22.4％、譲渡

と賃貸と回答した人の合計が111％。自分では使う

意思がないと思われる方が多くいるということで

すね。 

  もちろん、既に米沢にはいない、遠隔地に住ん

でいる等いろいろ理由はあると思いますけれども、

本市では、所有者に空き家の適正な管理を求めて

いますが、そういった様々な理由で適正に管理さ

れていなく、空き家1,719件のうち、54％に当たる

929件が、すぐに対応が必要な危険な空き家とされ

ています。 

  １年たてば１年分老朽化した空き家は、どんど

ん危険な空き家に変化していきます。早急な対策

が必要と思われますが、所有者が適正な管理をで

きず、危険になったからと本市が代執行して予算

を使わざるを得ないというのは、予算の使い方と

して望ましいのか、非常に疑問であります。 

  といっても、所有者にも任せておけないという

ことを考えると、中間見直し（案）にも書いてあ

りますが、空き家バンクに加え,行政による新たな

マッチング制度の検討が必要だと思います。そこ

で、空き家無償譲渡制度を導入してはどうでしょ

うか。 

  空き家無償譲渡制度は、今までの空き家バンク

と何が違うのでしょうか。空き家バンクでも、物

件によっては１円で譲渡などの物件もありました

が、多くはもっと高いのが普通です。最近は、０

円物件というものも出てきました。ホームページ

を見てみると、全国にたくさんの物件があること

が分かり、同じように考えている所有者さんがた

くさんいるということが分かります。 

  アンケートの回答のうち、50.4％が無償または

格安で譲渡したいというのですから、無償または

格安でそれらを手に入れたい人とをマッチングす

ることが、行政として必要なことではないでしょ

うか。 

  空き家バンクは、不動産業界にお願いしている

かもしれませんが、０円では仲介手数料も出ませ

んので、不動産業者さんはやらないと思います。

ですから、行政が仲介するしかありません。無償

で譲渡したいが、古くて、中に残置物等もあり、

片づけるのにもお金がかかり、ちゅうちょしてい

る所有者もいると思います。利用していないのに、

毎年固定資産税だけ支払っているなら、更地にし

ようかと考えても、売れるかどうか分からないと、

固定資産税が６倍にもなるということを考えると、

古くなってもそのままにしておくという所有者も

います。 

  そこで、無償譲渡制度で、所有者さんにも買い

たい人にも、補助金を交付するのです。本市でも、

買った方にリフォーム補助金等は今も出している

かもしれませんが、買ったほうにも売ったほうに

も補助金を出すようにすれば、両方の負担が減り、

物件の移動がスムーズにいくのではないでしょう

か。今後も危険な空き家が増えていくことを考え

ると、早急に検討してもらいたいと考えますが、

当局の見解をお聞きいたします。 

  最後に、本年３月をもって退職される職員の皆

さんに、お疲れさまと、今後の人生を健康で元気

に過ごされますことを祈念いたしまして、壇上か

らの私の質問を終わります。 

○相田克平議長 中川市長。 

  〔中川 勝市長登壇〕 

○中川 勝市長 おはようございます。 

  ただいま御質問いただきましたうち、１の本市

の財政状況についてお答えをいたします。 

  初めに、（１）の市庁舎・市立病院建て替えに

係る起債の償還の状況と財政への影響についてで

ありますが、両事業に係る起債の償還は、既に今

年度から返済が始まっている部分もありますが、

その中でも、市庁舎建て替え事業の旧庁舎の解体

や市立病院建設事業の医療機器整備のために発行

する市債の返還につきましては、通常の返済期間

よりも短い期間での返済となることから、両事業

の返済が重なる令和７年度から令和10年度にかけ

ては、特に負担が大きくなると見込んでおります。 
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  この対応といたしましては、これまで比較的財

政運営に余裕があった年度に、財源を調整するた

めに基金に積立てを行っておりますので、今後は

その積立額を取り崩すことで財源を確保し、その

返済の一部に充ててまいりたいと考えております。 

  次に、（２）今後も大型公共工事が続くが財政

計画は万全かの御質問にお答えいたします。 

  去る２月８日に令和５年度当初予算と同時に公

表しました今後10年間の財政見通しでは、これま

で整備を進めてまいりました市庁舎の建て替えや、

現在施工中の市立病院建設事業のほか、今後整備

が予定されております（仮称）南西中学校施設整

備や学校給食共同調理場整備事業、広幡・塩井両

コミュニティセンター建て替え事業などの大規模

な事業について、市債の借入れに伴う公債費の増

加や維持管理費を含めた今後の財政負担を見込ん

でいるところであります。 

  この財政見通しの期間には、議員お述べのとお

り大型の公共工事が続くこととなりますが、先ほ

ど触れましたとおり、これまで計画的に基金への

積立てを行ってまいりましたので、その取崩しで

財源を確保し、後年度負担の平準化を図ることに

よって、安定した財政運営を維持していけるもの

と考えております。 

  また、経常収支比率につきましては、令和５年

度当初予算の附属説明書において、令和５年度は

94.8％と推計し、それ以降は94から96％台で推移

するものと見込んでおります。同じく令和５年度

当初予算の附属資料において、一般会計の公債費

のほか、市立病院や下水道事業、置賜広域行政事

務組合などの公債費に対する一般会計への負担額

も含めた市全体の公債費負担の度合いを示す指標

である実質公債費比率につきましては、令和５年

度は8.8％と推計をし、それ以降は、大規模な事業

の実施に係る公債費負担の増加などにより若干の

上昇は見込まれるところでありますが、財政再建

団体としての国等の関与を受けることになる、い

わゆるレッドラインの財政再生基準は35％、イエ

ローラインの早期健全化基準でも25％とされてお

りますので、問題となる水準ではない状況にあり

ます。 

  なお、今後整備が予定されている大規模事業を

含め、できる限り経費の圧縮に努めるとともに、

さらなる行財政改革にも取り組むなどして、健全

財政の維持を図ってまいりたいと考えておるとこ

ろであります。 

  以上であります。 

○相田克平議長 神保総務部長。 

  〔神保朋之総務部長登壇〕 

○神保朋之総務部長 それでは、私から、２、公共

施設の統廃合についての御質問にお答えいたしま

す。 

  まず、（１）公共施設等総合管理計画による公

共施設の統廃合の進捗状況についてですが、この

たび、令和３年度末に本市が所有している建物の

延べ床面積や維持管理費などを取りまとめた公共

施設台帳を基に、令和３年度末と平成27年度末の

数値を比較したフォローアップを実施いたしまし

た。 

  その結果、令和３年度末の延べ床面積は32万

9,682平米で、比較対象となる平成27年度末は32

万1,923平米であることから、7,759平米の増とな

っておりますが、その主な理由といたしましては、

新庁舎や南原と田沢の各コミュニティセンターが

完成いたしましたが、旧庁舎と旧南原コミュニテ

ィセンターの解体が翌年度の実施となることによ

るものでございます。 

  なお、参考といたしましては、令和４年度末の

見込みについては、旧庁舎の解体などから、延べ

床面積は31万6,537平米となり、平成27年度末と比

較すると、5,386平米の減となる見込みでございま

す。 

  また、計画における削減の状況でありますが、

建物系の延べ床面積の削減目標は、平成28年度か

ら令和17年度までの20年間で20％を削減すること

としておりますが、令和４年度末では1.7％の減と
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なる見込みであります。 

  今後とも、公営住宅の廃止や小中学校の統廃合

を着実に進めるとともに、残していく施設につい

ても、建て替えや大規模改修の際には統合や複合

化を検討するなど、目標達成に向け、さらなる削

減を進めていきたいと考えております。 

  次に、（２）個別施設計画での廃止が少ないの

ではないかについてお答えいたします。 

  米沢市公共施設等総合管理計画に基づき、令和

３年度からの10年間の具体的な対策内容や実施時

期、対策費用の概算について記載した個別施設計

画を策定し、各施設の効率的な管理を進めること

としております。 

  個別施設計画では、各施設の対策方針として、

維持、更新、統合、廃止、民設民営、機能変更、

あり方検討の７つに分類しております。このうち、

廃止とした施設は、市民ニーズが低いと判断され

るもので、行政サービスの効率化の観点から廃止

としたものでございます。また、あり方検討とし

た施設は、行政サービス及び施設の機能について、

関係機関と協議しながら検討することとしたもの

でございます。 

  個別施設計画の策定時点で廃止と判断できたも

のは８施設でありますが、あり方検討とした施設

は５施設であり、この在り方の検討については、

施設によっては、利用者数の推移を見極めた上で、

事業の継続についても検討を行うこととしており

ます。 

  次に、（３）計画では複合化を進めるとあるが、

複合化した建物はあるかについてお答えいたしま

す。 

  初めに、米沢市公共施設等総合管理計画におけ

る複合化の位置づけですが、同計画の第３章「公

共施設等の管理に関する基本方針」の３、公共施

設等の管理に関する実施方針では、異なる複数の

機能を合わせて一つの施設とすることを「複合化」

としており、同一サービスを行うものを１か所の

施設とすることを「集約化」としています。個別

施設計画においては、これらを総じて「統合」と

しております。 

  平成28年度以降で、公共施設等の削減を目的に

複合化とした施設はございません。なお、複合化

は、公共施設等の削減を進めるために有効な手法

の一つでありますので、複合化が施設利用上適当

である場合は、その手法を検討するものと考えて

ございます。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

  〔安部晃市産業部長登壇〕 

○安部晃市産業部長 私からは、３番のウッドショ

ックに対する施策についてお答えをいたします。 

  初めに、（１）のウッドショックについての対

策についてですが、ウッドショックは、ウィズコ

ロナの流れにより一度収束に向かうと考えられま

したが、ロシア、ウクライナをめぐる情勢、急激

な円安の進行が重なり、木材の供給に再び滞りが

発生するなど、森林・林業・木材産業に大きな影

響を与えております。 

  全国的な国産木材価格につきましては、農林水

産省の統計によりますと、令和３年は、杉の丸太

価格が約1.5倍、杉の乾燥材製品価格が約２倍に上

昇しておりましたが、令和４年に入り、杉の丸太

価格はほぼ横ばいで、杉の乾燥材製品価格は二、

三割程度下落しておりますが、今後の動向につい

ては不透明感が増しております。 

  今般のウクライナ情勢の影響により、ロシアか

らの単板等の輸入が禁止されるなど、さらなる国

内への木材輸入量の減少が生じつつある事態とな

っております。このことから、国では、ロシア材

から国産材への転換等を図ることで、さらなる国

内の木材需給等への影響が生じないよう対応して

いくため、昨年５月から国産材製品の増産に伴う

原木・製品の運搬や一時保管、国産材製品への転

換を図る設計・施工方法の導入や普及を国産材転

換支援緊急対策事業として臨時的に支援しており

ます。 
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  また、本県や本市におきましても、県産木材、

市内産木材を利用した一般住宅などの建築に要す

る費用に対する既存の補助金のかさ上げを行い、

消費者への支援や木材価格高騰による建築需要減

少への建築業者等の不安に対応しているところで

す。 

  ウッドショックの収束については見通せないと

ころですが、このたびの騒動によりまして、改め

て国産材について考える機会を得て、今後の安定

した需要、供給、活用の実現が目指され始めてお

りますので、市でも木材自給率アップを含め、国

産材を広める取組を進めていかなければならない

と考えております。 

  次に、（２）の市内産の木材の活用状況、その

中でも一般住宅等における活用状況についてです

が、本市におきましては、市内産木材の消費拡大

及び木材需要促進を図るために、地産木材使用住

宅等建築奨励事業費補助金により、市民の皆さん

が一般住宅等の建築に要する市内産木材の費用に

対して補助を行っております。 

  この補助金の近年の実績による市内産木材の活

用状況は、令和２年度は７件、令和３年度は９件、

令和４年度は現時点におきまして６件の申請をい

ただいており、本補助金で建築した１棟当たりの

市内産の木材の活用量は、平均しますと９から10

立米となっております。 

  もちろん限られた予算の中での取組であります

が、市民ニーズも高く、市内産木材のさらなる活

用を進める観点からも、今後、さらなる拡充に向

けた検討を進めていきたいと考えております。 

  次に、（３）の市内産の木材を活用しやすくす

るための施策についてですが、令和３年10月、国

において、「公共建築物等木材利用促進法」が、

「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等

における木材の利用の促進に関する法律」へと改

正・施行されました。 

  これは、対象建築物を公共建築物から広く一般

建築物にも拡大し、国または地方公共団体が事業

所などと建築物木材利用促進協定を締結した上で、

協定締結事業者などに対して必要な公的支援を行

うことにより、建築物における木材利用をより一

層進めようとするものです。 

  本市におきましては、この法改正を受けまして、

昨年７月に、木材利用を広く一般建築物へと拡大

した「米沢市の建築物における木材の利用の促進

に関する基本方針」として策定いたしました。 

  今後、公共施設だけではなく、一般建築物につ

いてもできるだけ市内産の木材を使用していただ

けるように、関係団体と連携しまして、木造化や

内装の木質化に取り組んでいきたいと考えており

ます。 

  また、昨年９月には、本市と事業者などが協働・

連携して、民間建築物の建築主へ地元産木材の利

用を働きかけ、林業の再生、脱炭素社会の実現や

国際目標のＳＤＧｓへの貢献を目的とした建築物

木材利用促進協定を締結いたしました。現時点で

の協定締結事業者は、県の建設業協会米沢支部米

沢部会、一般社団法人米沢建築組合連合会、米沢

木材製材組合、米沢地方森林組合ほか、民間企業

２社であり、これらの市内の林業における川上か

ら川下までの協定締結事業者などと連携を強化し

ながら、これまで以上に市内産木材利用を促進さ

せる考えです。 

  このように、林業を取り巻く法律の改正等は、

森林の有する多面的機能の発揮、地域林業の成長

産業化の実現に向けた追い風となっておりますの

で、ウッドショックを本市におきましてはウッド

チャンスと捉え、本市における林業に関わる産業

を川上から川下まで一丸となって進められるよう、

積極的に取り組んでまいります。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

  〔吉田晋平建設部長登壇〕 

○吉田晋平建設部長 私からは、３のウッドショッ

クに対する施策についてのうち、（２）市内産の

木材の活用状況はについて、公共施設の整備状況
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などの観点から、及び５の人口減少対策について

のうち、（２）空き家対策も兼ねて、空き家無償

譲渡制度を導入してはどうかについてお答えいた

します。 

  本市の公共建築物においては、これまで平成25

年３月に策定した木材利用の基本方針に沿って、

第四中学校、道の駅米沢及び市庁舎の内装木質化

をはじめ、ナセＢＡには外装材にも木質化を図っ

ており、特に市産材の積極的な活用を進めてきた

ところです。 

  具体的な使用数量につきましては、概算とはな

りますが、第四中学校では59立方メートル、ナセ

ＢＡでは263立方メートル、道の駅米沢で47立方メ

ートル、市庁舎で35立方メートルの米沢産の杉材

を活用してきました。 

  また、さきの産業部からの答弁にもあったとお

りでありますが、国は、脱炭素社会の実現に資す

ることを目的に関係法令を施行し、公共建築物は

もとより、民間建築物においてもさらなる木材の

利用が促進されるよう整備したところであります。 

  これを受けまして、本市においてはこれまでも

木材の活用を進めてきたところではありますが、

今般の法改正を受け、今後の公共施設の整備にお

いては、昨年７月に策定した米沢市の建築物にお

ける木材の利用の促進に関する基本方針に基づい

て、より一層の木材活用に取り組んでいきたいと

考えております。 

  具体的には、（仮称）南西中学校建設に市有林

の間伐材を利用するほか、塩井及び広幡コミュニ

ティセンターの整備についても、関係各課との協

議を重ねながら、積極的な市産材の活用に取り組

んでいきたいと考えております。 

  次に、５の（２）空き家対策も兼ねて、空き家

無償譲渡制度を導入できないかについてでありま

すが、空き家対策事業の推進については、本市と

しても重要な事業であると認識しており、本市の

まちづくり総合計画第４期実施計画の重点事業に

位置づけ、様々な取組を実施しております。人口

減少、高齢化などにより空き家が増加していく中

で、移住・定住などに向けた空き家の利活用は、

管理不全空き家の発生予防、人口減少という課題

に対し、有効な施策の一つと考えております。 

  御質問のありました、空き家の所有者が無償を

条件に、購入を希望する移住者などに譲渡し、双

方に係る必要経費を市が助成してはどうかについ

てでありますが、まず、税金面からになりますが、

個人から個人への無償譲渡の場合、売主には税金

は発生しないものの、買主に不動産取得に関する

贈与税が発生してしまい、結果として、売買と比

較し、空き家の取得費用が安価にならないケース

も想定されます。また、空き家の実態面では、そ

の立地状況や建物の状況などがそれぞれ異なり、

価値ある資産だと思っている方や、必要な経費を

負担しても手放したいという方など、所有者の認

識は様々な状況であります。 

  このようなことから、本市では、不動産関係者

や司法書士などから成る米沢市空家等対策協議会

と連携を図りながら、市場で流通可能な物件は、

不動産業者を通してあっせんを促し、一方、市場

で売買が難しい物件については、市の空き家バン

ク制度を紹介し、官民両面から空き家発生の抑制

に努めているところであります。 

  また、空き家を購入し改修工事を行う方に対し

ては、米沢市空き家・空き地利活用支援事業補助

金制度を設けており、空き家の機能回復または向

上させるための整備の改善をはじめ、内外装の改

修などを対象としており、移住者の方が住宅を改

修する場合、最大で120万円、移住者以外の方は最

大で70万円まで活用可能となっております。 

  空き家の問題は、全国的にも大きな課題となっ

ております。人口減少や寒冷地における生活上の

問題など、自治体ごとにその課題は様々でありま

す。それに応じた対策を講じていく必要が求めら

れております。 

  現在、米沢市空家等対策計画の中間見直しを行

っておるところでありますが、その中で、新たな
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空き家の利活用策として、移住・定住者を含めた

空き家の活用希望者と、その希望に沿うような所

有者との橋渡し、マッチング支援の検討を進めて

いきたいと考えておりますが、御提案のありまし

た内容につきましても、先進地の取組や課題検討

を行いながら、協議会と情報共有を図り、空き家

対策を進めてまいりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 安部市民環境部長。 

  〔安部道夫市民環境部長登壇〕 

○安部道夫市民環境部長 私からは、４、書かない

窓口の実施についてお答えいたします。 

  御質問にありましたとおり、県内でも書かない

窓口を実施する自治体が出てまいりました。 

  書かない窓口については、デジタル技術を活用

し、申請書を書かなくても必要な手続を済ませる

ことができる点において、市民の利便性の向上に

つながる取組であると考えております。 

  本市では、令和２年度のコンビニ交付サービス

開始に合わせ、市民課内で「らくらく証明サービ

ス」を実施しております。このサービスは、マイ

ナンバーカードを使って、タッチパネルで操作す

ることにより、コンビニ交付サービス同様、短時

間で証明書が作成され、証明書交付までの待ち時

間が短縮されることから、年々利用者が増えてお

り、令和５年１月末日現在で1,210件御利用いただ

いております。 

  書かなくても証明書の申請が可能である点にお

いて、マイナンバーカードを持つメリットが生か

されており、市民の利便性のほか、職員側として

も証明発行事務が軽減されるため、より丁寧な窓

口対応につながるものと考えております。 

  一方、諸証明以外の転入、転出、転居など住民

異動に伴う手続については、項目の多い書類を手

書きで複数枚記入していただくこともあり、来庁

者に対して大変御負担をおかけしております。ま

た、職員による記載支援や記入内容の確認、訂正

作業等にもある程度の時間を要するため、結果的

に来庁者をお待たせしてしまう理由の一つにもな

っており、解決すべき課題であると認識しており

ます。 

  他自治体の導入事例を見ますと、マイナンバー

カードや運転免許証などを窓口職員が専用機器で

読み取り、来庁者の書類の記入を最小限にすると

いう取組もあるようでございます。本市としまし

ても、このようなシステム導入による書かない窓

口の実現に向けて、他自治体での導入事例、事業

者からの提案や国からの情報提供を参考にしなが

ら、本市においてどのような形で導入することが

最も効果的であるか、国の財政支援を活用した導

入が可能かどうかなど、こちらについて研究を重

ねてまいりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

  〔遠藤直樹企画調整部長登壇〕 

○遠藤直樹企画調整部長 私からは、５の人口減少

対策についてのうち、（１）のふるさと住民制度

を導入してはどうかについてお答えいたします。 

  人口減少や少子高齢化によって都市の活力が弱

まっていく状況は、多くの地方都市が抱えている

課題であり、本市も同様の状況であることから、

移住施策等に取り組んでいるところであります。 

  このような中、近年、移住に至らなくとも、地

域と多様な関わりを持つ関係人口という言葉が生

まれ、本市においても、ふるさと納税やおしょう

しな観光大使を通じたＰＲなど、関係人口を創出

する取組を進めております。 

  また、本市には、山形大学工学部、米沢栄養大

学、米沢女子短期大学の３つの大学があり、多く

の学生が本市に住んでおります。本市と米沢商工

会議所が共同で事務局を務めている学園都市推進

協議会では、学生と地域とのつながりを深め、学

生が本市を第二のふるさとと思ってもらえるよう

なホームタウン化を目指しており、これも関係人

口創出の取組の一つであります。 

  議員お述べのふるさと住民制度については、加
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盟している自治体にお聞きしたところ、「ふるさ

と納税をしていただくだけでなく、より深い関わ

りを持てるようになった」、「不定期のイベント

情報などを案内できるようになった」などの意見

がある一方で、「登録情報を変更する方が少なく、

有効な登録者数が明確につかめない」、「目に見

える効果が感じにくい」などの意見もございまし

た。 

  本市においても、先ほど申し上げましたふるさ

と納税での関わりや、市内３大学の学生などと継

続的な関係を持つ手段は必要と考えておりますの

で、ふるさと住民制度やその他の手法も含めて、

費用対効果とともに検討していきたいと考えてお

ります。 

  私からは以上であります。 

○相田克平議長 堤郁雄議員。 

○１１番（堤 郁雄議員） 御答弁ありがとうござ

いました。 

  それでは、まず財政のことでお聞きをいたしま

す。 

  先ほど答弁の中にもありましたが、やはり庁舎

の起債償還とか、病院ですかね。病院の５年間で

したか、医療設備関係の償還期間が短いというこ

とで、そこがかなり大変だというお話は以前から

もお聞きしているところなのですが、まず、そこ

が厳しくなると考えてよろしいですか。 

○相田克平議長 神保総務部長。 

○神保朋之総務部長 先ほど答弁でもありましたよ

うに、令和７年度から10年度についてのその期間

が特に厳しいのではないかと見込んでおります。 

○相田克平議長 堤郁雄議員。 

○１１番（堤 郁雄議員） それ以降も、ほかの公

共施設、学校等もありますし、そういったものの

償還も出てくるわけですよね。そういったものの

見通しとして、それ以後は大丈夫なのか、その辺

の見通しについてはどうですか。 

○相田克平議長 神保総務部長。 

○神保朋之総務部長 それ以降につきましても、確

かに様々な償還が入ってくる予定ではございます。

ただし、実質単年度収支などその他の数値を見て

も、まず、そこから令和10年度以降については、

何とかやっていけるのではないかと。決して楽で

はないですけれども、そういった中できっちり市

の運営ができるものと考えてございます。 

○相田克平議長 堤郁雄議員。 

○１１番（堤 郁雄議員） 経常収支比率について

は、令和３年の決算時点では90％を切っているよ

うな状況なのですけれども、その前もそうですが、

それ以降も91％からずっと上がっていって、令和

15年ぐらいには96％になる。令和10年でも既にも

う、令和８年、９年あたりでも96％ぐらいに上が

るわけですよね。 

  昨日の代表質問の中でもあったかと思うのです

けれども、やはり財政の硬直化ということが気に

なってくるところだと思うのです。そうなったと

きに、ほかにも様々、今、災害等もありますし、

急な出費というか、また、最近は大雪も多いです

から、そういったものに対する費用というのが出

てきたりするわけですよね。そういったものに対

する対応ということを考えて、そのあたりの財政

見通しというのはどうですか。 

○相田克平議長 神保総務部長。 

○神保朋之総務部長 今後10年間の財政見通しとい

うことでお出ししておりますけれども、これまで

に積立てを行ってきた各種基金を取り崩すことな

どにより、何とか財源不足を補うこととしている

ところでございます。 

  ただ、その財源を調整するための基金も、各年

度今のところ20億円以上の残高を維持できると見

込んでおりますので、中長期的な財政運営、まず

急な災害など、そういったものにも対応できるの

ではないかと見込んでいるところでございます。 

○相田克平議長 堤郁雄議員。 

○１１番（堤 郁雄議員） 財政調整基金は適度に

取り崩しながら、それでも、まずある程度の額は

確保できる見通しだというわけですね。 
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  先ほども公共施設でこれからやっていくという

ことがたくさんあるという話をしたわけですけれ

ども、公共施設の整備等の基金がかなり減ってい

くように見えるのですが、そのあたりについては

いかがですか。 

○相田克平議長 神保総務部長。 

○神保朋之総務部長 確かに今後、減少傾向になる

部分もございます。ただ、やはりその全体的な残

高ですとか、その先の見通しなどについて、この

程度の残高の推移で何とかやっていけると、やっ

ていかなければならないということで、まずはこ

のまま運営していけるのではないかということで

見込んでいるところでございます。 

○相田克平議長 堤郁雄議員。 

○１１番（堤 郁雄議員） これからたくさん、た

くさんでもないですが、老朽化した施設の更新等

を行っていかなければならないということを考え

ると、公共施設に関する基金も、ある程度持って

いかなければならないのかと思います。 

  さらに、建て替えだけではなくて、いわゆる長

寿命化というのもあるわけですよね。長寿命化も、

つまり公共事業等の個別施設計画の中で長寿命化

していくということになっていけば、当然そこに

一部大きな金額を投入しなければならないという

ときもあるわけですよね。ただ、個別施設計画の

中では、いつそういうことをやるかというところ

まで具体的には決めていませんよね。どちらの担

当か分かりませんけれども、その辺についての見

通しというのはどうですか。 

○相田克平議長 神保総務部長。 

○神保朋之総務部長 個別施設計画においては、確

かにいつこういった、例えば長寿命化ですとか、

そういったことについては議員おっしゃるとおり

定めてはございません。 

  ただし、これから個別施設計画の中でどういう

ふうに、継続ですとかあり方検討とかということ

でしているわけですが、長寿命化というものはし

ていかなければならないということ、施設がある

ということは認識してございます。それについて

も、この個別施設計画の中で、検討の必要があれ

ば検討していくということになると考えてござい

ます。 

○相田克平議長 堤郁雄議員。 

○１１番（堤 郁雄議員） 経常収支比率について

は、ちょっと高止まりのまま、また推移していく

ということですけれども、まず、ある程度の見込

みを持ってはやっているということですよね。 

  公債の償還ということで、実質公債費比率も当

然計算されていると思うのですけれども、令和５

年度で8.8％、ちょっと上がってきているわけです

よね。ここ数年で７％台というところもあったの

ですけれども、８％台にちょっと上がってきて、

この先、先ほど言った市立病院と庁舎の返済が重

なるという部分で厳しくなっていくと思うのです

けれども、これは8.8％よりもっと上がっていくと

考えていいのでしょうか。 

○相田克平議長 神保総務部長。 

○神保朋之総務部長 上がっていくかどうかと言わ

れれば、上がる可能性のほうが高いのかとは思っ

ております。ただ、先ほども申し上げましたとお

り、まだいわゆるレッドラインですとか、イエロ

ーラインというところ、まだこういう数字とはな

ってございませんので、上げない努力はもちろん

必要ですけれども、今のところはまだ大丈夫なの

ではないかと考えてございます。 

○相田克平議長 堤郁雄議員。 

○１１番（堤 郁雄議員） いきなり10％超えたり

20％超えたりとか、そういう状況は、やはり計算

している限りでは、まず今のところはないとは思

いますので、見通しについては、今後もしっかり

とやっていただきたいと思います。 

  次に、また公共施設の統廃合の件でお聞きをい

たしますけれども、先ほど目標の数字に対して、

毎年コンスタントに少しずつというのはないわけ

ですよね、これはやはり。その建て替え、例えば

庁舎を建てたときに、初めて古い庁舎を壊して、
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面積が減ったりとかということになるわけなので、

そこはそのときそのときで、急にがくっと減った

りするということは理解しているのですけれども、

ただ、その20年で20％削減するという目標に対し

て、先ほどの答えでは、令和４年度末ぐらいです

か、1.何％減というような話だったかと思うので

すけれども、その目標は達成できるのでしょうか。

ちょっとまずその見込みをお聞きしたいです。 

○相田克平議長 神保総務部長。 

○神保朋之総務部長 ただいまのところお示しして

おります公共施設等総合管理計画の目標というこ

とで、20％ということで上げてございます。ただ、

やはりそれぞれの中で今のところ、あり方検討で

すとか、そういった状況もございます。目標とし

て20％ということの数字は変わりませんけれども、

現在そこに向かって、様々な計画などを推進して

いくという状況でございます。 

○相田克平議長 堤郁雄議員。 

○１１番（堤 郁雄議員） あり方検討ということ

で、関係機関とかと協議をしていく、あるいは利

用者数とかの推移を見ていくというお話だったと

思いますけれども、複合化した施設はないという

お話でした。 

  例えば学校の統合だったら、教育委員会が所管

しているわけなので、２つとも両方教育委員会の

建物ということで、統合というのは割と簡単だと

思うのです。 

  それが、例えば所管する部署が違うところの建

物を複合化するということもありだと私は思うの

ですけれども、そういったときに、こういうとこ

ろを複合化したほうがいいのではないかと提案す

るのは、誰なのでしょうか。その担当部署のどち

らかがそう提案するのですか。米沢市の場合だと、

そこを提案するのは一体誰なのか。そこをちょっ

とお聞きしたいのですけれども。 

○相田克平議長 神保総務部長。 

○神保朋之総務部長 現在、個別施設計画で統合と

されているものにつきましては、まだされてはい

ないのですけれども、ひまわり学園、緑ケ丘保育

園、吾妻保育園などということで、それについて

検討するということで載せてございます。 

  実際、これだと子育て支援部門の施設というこ

とになってございます。確かに議員おっしゃると

おり全く違う部門の建物を統合するということも、

考え方としては確かにあっていいものだとは思っ

ております。 

  ただ、誰がというところになりますと、やはり

様々、日常の業務の中であったり、公共施設等総

合管理庁内検討委員会の中でどのような意見が出

て、それについて議論する中で、可能なものなの

か、不可能なものなのか、実際それを複合化した

ほうがいいということの結論になれば、それにつ

いて走り出すことはあるかとは思いますが、今の

ところはちょっと具体的なものはないというのが

現状でございます。 

○相田克平議長 堤郁雄議員。 

○１１番（堤 郁雄議員） 今おっしゃったように、

例えばこれから子育て部門の建物、例えばこちら

にコミセンがあったとします。部署が全然違うと

ころで、両方建て替えにするか、縮小するか、ど

うしようかといったときに、その２つを一緒の施

設にしたらいいのではないですかという提案を、

誰がするのですか。 

  どちらかの部長が例えば提案するのか、それと

もそれとは全く別の、市長が言うのはもちろんで

きると思うのですけれども、市長がこれとこれは

合併したほうがいいのではないかと言って、いや、

合併については検討しますというのはありだと思

うのですけれども、ただ、職員の皆さんが考えて、

これとこれは複合化できるのではないかというよ

うな提案は、できるのかどうか。ちょっとそこだ

けお聞きしたいと思います。 

○相田克平議長 神保総務部長。 

○神保朋之総務部長 先ほど申し上げましたとおり、

例えばその総合管理計画の中で、廃止であります

とか、あり方検討ですとか、統合ということを、
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幾つかのこの施設はこうやろうということで今の

ところ決定しているところでございます。 

  実際にこれからさらに検討を進めていく中で、

統合化、複合化ということができるというそのア

イデアについては、誰が出せるかということでは

なく、実際にそういうことは20％削減の目標に向

けてどのような形がいいのかということを議論し

ていくことが必要にはなるかと思っております。 

  なので、誰が出すというより、実際にそれがい

い方法なのであればということにはなりますけれ

ども、統合、更新、廃止など、様々な可能性を含

めて検討していくような体制が必要なのではない

かと考えてございます。 

○相田克平議長 堤郁雄議員。 

○１１番（堤 郁雄議員） 全体で議論していくと

いうような話ですかね。だとすれば、全体の中で、

公共施設等の削減をやっていくのだという意思統

一をまずみんなが持って、でなければ、今の状態

だと、単独にこの施設が老朽化したから建て替え

をしなければなりませんというような状況になっ

て、ではどうしますかということだけしか議論し

ていないような気がするのです。 

  例えば、こちらはまだそこまでいっていないの

だけれども、利用者数とか見て、もうこれとこれ

は一緒にしたほうがいいのではないかというよう

なことを誰かがやはり提案するような、そういう

場も必要だと思いますので、ぜひ御検討いただき

たいと思います。 

  ちょっとだんだん時間がなくなってきましたの

で、次はウッドショックのことについてちょっと

お聞きします。 

  法律も新しくできてきて、米沢市としても、庁

舎をはじめとして道の駅とか、学校とかでたくさ

ん市内産の材料を使っているというのはお聞きを

しているところですけれども、やはり今、外国か

ら入ってくる木材が高くなっているというのは、

まさにチャンスだと思うのですよ。こういうとき

にやはり国内の産材を使っていかないともったい

ないし、ただ、今、急に材料がいっぱい必要なの

で、切り倒して出せるかといったら、なかなか出

せない状況ではないかと思うのです。そのための

方策というか、山から切り出していくための方策

ということでは、何らかの施策をやっているので

しょうか。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 市内産材の供給量を増やすた

めには、やはり様々な課題がありますが、その対

策として幾つか申し上げますと、１つ目は、やは

り川上の林業経営体、なかなか人材不足で人員的

に大変でありますけれども、そういうところで効

率的な産業、体制強化に向けて、例えばハーベス

タやフォワーダなどの高性能な林業機械の導入で

あったり、ＩＣＴ活用を促進すると。高価な機械

になりますので、国の有利な財源も活用しながら、

その導入を支援していくということがまず挙げら

れるかと思います。 

  また、２点目としては、市内産材の供給量が少

ない根本的な理由の一つでもありますけれども、

森林境界が不明確な地域が多く、なかなか森林整

備が進んでいないという現状もあります。こちら

への対応につきましては、令和元年に関地区の一

部をモデル地区としまして、航空レーザー測量を

実施し、森林境界の明確化の手法を確立しようと

しているところです。今年度は簗沢のほうにも広

げておりますけれども、市で森林境界の案を作成

し、森林所有者にお示しをしながら、より効率的

に森林境界を決められないかというような取組を

今進めているところです。 

  あと、３点目につきましては、新年度の取組を

予定しておりますけれども、川上の意欲と能力の

ある林業経営体を中心に協議会を設置したいと思

っております。その協議会の中では、森林整備、

ただいま申し上げましたような森林整備を行う地

域の優先順位の検討を行って、基本的な方向性や

供給量のめどをつけながら、林業に関わる川中、

川下を含めた枠組みで、市内のサプライチェーン
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における最適化を図っていくことによって、木材

供給量の増加につなげていくという取組をしてい

きたいと考えているところです。 

○相田克平議長 堤郁雄議員。 

○１１番（堤 郁雄議員） 大変いい取組だとは思

います。やはり今一番問題になっているのは、そ

の境界が分からなくなっているということで、実

際その中に行っても、どこが境だか分からないと

いう、もう、おじいちゃん亡くなって、それがど

こだか分からないというところがあったりするわ

けですよね。 

  この航空レーザー測量というのは、飛行機とか

で上からレーザーで測量して、その樹種の違いと

かでその境界を区別するというか、分かるように

するというようなことですよね。そういうことで

よかったのですかね。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 今、お話にありましたけれど

も、航空レーザー測量関連業務で分かってくるこ

とは、例えば市内民有林の森林の成長の度合いで

あったり、あとは立木の密度、あとは山自体の地

形、そういう部分が分かってきますので、この森

林、整備しやすいところ、そういうところを見え

る化した森林、森林の見える化ですね。そういう

ところが可能になりますので、そこから例えばど

ういうところに林道や作業路網が必要であるかと

いうことも分かってきますので、そういうレーザ

ー測量の成果をしっかりと生かしていきたいと考

えております。 

○相田克平議長 堤郁雄議員。 

○１１番（堤 郁雄議員） 樹種とかだけではなく

て、その太さとか伐期も分かるというわけですよ

ね。それは大変いいことだと思いますけれども、

やはり今、産業部長おっしゃったように、その伐

期が分かっても、その奥のほうだったりすると、

やはり林道もなかったりして、なかなか切り出し

に行きにくいという、今、大きい機械とかの導入

ということもありましたけれども、やはり林道が

ないと入れないわけですよね。昔みたいに切った

ら馬とかで切り出してくるという時代でもありま

せんし、やはりそうなってくると林道整備とかも

必要になってくるわけで、そういった林道整備に

ついてはどうなのですか。国の補助等はあるので

すか、その辺は。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 国の補助も当然ありますけれ

ども、やはり市で一番困っていることは、今年度

も大雨による災害がありましたけれども、いろい

ろ大雨が降りますと、林道が洗掘されたりして、

大変大きな影響を毎年度受けております。そうい

うものについては、国の予算も活用して復旧をし

ながら、支障が出ないようにしていきたいと考え

ております。 

○相田克平議長 堤郁雄議員。 

○１１番（堤 郁雄議員） そうですよね。最近は

大雨の被害もちょっと続いているような気がしま

すね。橋がちょっと洗掘されて崩れそうになった

りとか、そういうこともあったりもしますし、や

はりそういう、林業だけではないのかもしれませ

んけれども、それを災害ということで言ってしま

うと、用水路であるとか、様々なところにも災害

の影響というのはあるわけですが、林業に関して

言えば、やはり早急にそういったところに入れる

ような工事をまず行っていただいて、これをチャ

ンスとして、あと伐期の来た木についてはどんど

ん切り出して、利益を出すという言い方はあれで

すけれども、きちんと林業に携わる人たちがやっ

ていけるような、そういう施策としてやっていた

だきたいと思います。 

  次は、書かない窓口についてちょっとお聞きを

いたします。 

  本市の書かない窓口は、コンビニに設置してあ

るので、私も住民票を取ってみたことがあります。

最初にやったときはちょっと分からなくて戸惑っ

たところもあるのですけれども、それと同じもの

が市民課の窓口のところにもあるのですかね。私、
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市民課ではちょっと使ったことはないのですけれ

ども、あれと同じだとすると、ほとんど時間もか

からずに住民票とかは取れるという感じだと思う

のですけれども、そういうものですかね。 

○相田克平議長 安部市民環境部長。 

○安部道夫市民環境部長 コンビニに設置している

ものと全く同じ端末があるわけではないのですが、

発行できる証明書は同じものでございます。 

○相田克平議長 堤郁雄議員。 

○１１番（堤 郁雄議員） そうすると、住民票と

かは、そこの窓口で簡単に取れると。マイナンバ

ーカードとかを持っていけば、すぐできるわけで

すね。 

  転入、転出の手続とかについてはどうですか、

その機械ではできないのですか。 

○相田克平議長 安部市民環境部長。 

○安部道夫市民環境部長 今月のたしか６日からで

すか、転出の届けについては届けの必要がないと

いう形での全国的な取組というものもなされてい

るところでございますが、ただ、やはり書いてい

ただく申請書というものは、まだ残っているとい

う状況でございます。 

○相田克平議長 堤郁雄議員。 

○１１番（堤 郁雄議員） ＤＸということで言う

と、庁内全体でまず進めていきましょうという方

向性はあると思うのですけれども、その中でもや

はり窓口業務というのは、一番分かりやすいとい

うか、ＤＸ進んだなとか、市民負担減ったな、時

間が短縮できたなというのは分かりやすいところ

だとは思うのですね。そういうものは、やはり庁

内の機械というか、それを変えないとできないの

ですかね。 

  つまり、窓口だけではなくて、それがベースに

なる別の部署の情報を読み出したりしなければな

らないわけですよね。そういったものとはあまり

つながっていないという感じですか、今のところ

は。 

○相田克平議長 安部市民環境部長。 

○安部道夫市民環境部長 やはり各課、異動なり、

そういったものに伴った様々な手続がございます。

今年度、そういった全庁的な取組ということで、

各担当の職員が集まって検討ということで始めた

ところでございます。なかなか各部署でも異なる

システムが入っているということもありまして、

どのような形で進めていったらいいかと、できる

ところからというような形で進めていくことには

なろうかと思いますけれども、先ほども申し上げ

たように、様々なちょっと課題があるという中で、

少しずつ書かない窓口というものを広げていけれ

ばいいということで、今検討を進めているところ

でございます。 

○相田克平議長 堤郁雄議員。 

○１１番（堤 郁雄議員） 先日、ほかのところに

行ったときに、そこも庁舎を新しく建て替えたと

いうところだったのですけれども、そこも書かな

い窓口を既に始めていますというようなお話をお

聞きしたのですね。 

  だから、庁舎を建て替えすれば、中の配線であ

るとか、パソコン関係であるとか、そういうもの

も更新されるわけですよね。だから、そういうと

きに、やはり先を見越して、ある程度のそういっ

た整備をしておけば、かなり進んだのかなという

気もしますけれども、そこについては、米沢市は

あまり進んでいなかったということでちょっと残

念な気はいたしますが、今後は、一応そういうも

のを、デジタル庁も進めているということもあり

ますけれども、日本全国でそういうことをどんど

ん進めているところは増えていますので、米沢市

も当然前向きに進んでいくと。期限はいつとかと

は聞きませんけれども、なるべく早い方向でやっ

ていくということでよろしいのでしょうか。 

○相田克平議長 安部市民環境部長。 

○安部道夫市民環境部長 全庁的な取組ということ

もございます。現在も検討を進めているところで

はございますけれども、やはりシステム的な改修

ということについても、多額の経費がかかるとい
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うことでございます。国でもそういった補助メニ

ューというものも用意しているということでござ

いますが、一つ一つどのような補助制度、財政支

援が活用できるのかということも併せまして、少

しでも窓口にいらっしゃる方の御負担が少なくな

るような取組は進めてまいりたいと考えておりま

す。 

○相田克平議長 堤郁雄議員。 

○１１番（堤 郁雄議員） ぜひよろしくお願いい

たします。 

  それから、ふるさと住民制度については、いか

がでしょうか。すぐにやれと言っても、急には無

理ですとなると思いますけれども、導入を検討し

てはどうかと思うのですが、いかがでしょうか。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 費用的にはそれほど多く

はかからないということは確認しているのですけ

れども、今のところ加入している団体数が全国で

13団体ということで、ちょっと少ないと思ってお

りまして、そういったＰＲ効果なんかも考えなが

ら、費用対効果を含めて今後ちょっと検討してい

きたいと思っております。 

○相田克平議長 堤郁雄議員。 

○１１番（堤 郁雄議員） これは、ほかの自治体

がやっているかやっていないかとか、参加してい

るかどうかというのには関係なく、米沢市として

そういうことをやることで、今、米沢市も関係人

口を増やすためにいろいろやっているわけですか

ら、それが将来的な移住とか、そういうところに

結びついていくという可能性もあるわけですので、

ぜひそのあたりも検討していただきたいと思いま

す。 

  では、空き家対策の無償譲渡制度についてはど

うでしょうか。この辺も検討ということで、して

いただけるかどうか、ちょっとお聞きしたいので

すが。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 無償譲渡制度につきましても、

ニーズはあるものと捉えておりますので、ただ、

様々な課題もあろうかと思いますので、空家等対

策協議会の専門家もいらっしゃいますので、そう

いった御意見もいただきながら、様々な角度から

検討していきたいと思っております。 

○相田克平議長 堤郁雄議員。 

○１１番（堤 郁雄議員） 古い建物でも、もちろ

ん資産価値のあるものは、普通の不動産売買の取

引の中でやっていけると思いますので、それはい

いと思うのですけれども、やはりもう古くなった

し、誰も住まないから壊そうかというようなこと

もあるわけですよね。ただ、その壊すとなっても、

昔と違って今は結構何百万とかかったりするので

すよ。そういった費用を捻出するのはなかなか大

変だということもあって、やはりそのまま老朽化

していくがままに古くなっているというのが現状

ではないかと思うのです。 

  そう考えると、空き家バンクにもちろん登録し

ていただいている建物もいっぱいあると思うので

すけれども、先ほど固定資産税、違うな、贈与税

ですか、税金がかかるという話もありましたけれ

ども、建物に関しては、古くなった建物はほとん

ど資産価値がないですよね。あるとすれば、やは

りその土地の値段については、ある程度の場所に

もよりますけれども値段があって、そこをただで

譲渡しても、その分は税金かかりますという部分

はあるわけですよね。 

  だとしたら、町なかの一等地にある場所だった

らば、別にいいと思うのですけれども、そうでは

ないところが多いわけですから、だとすると、や

はり例えばその譲渡によって出てくる費用分ぐら

いは、何らかの支援をすると。それによって、双

方が譲渡というか、受渡ししやすくなると思うの

ですけれども、その辺御検討いただきたいと思う

のですが、いかがでしょうか。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 空き家につきましては、最終

的に解体となるわけでありますが、やはりそれま
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でになる前に、やはり利活用ということは検討し

ていくべきだと思っておりますので、本市におき

ましても、様々な補助制度を用意しております。

例えば、空き家の所有者などからお聞きしますと、

やはり空き家になっているところに家財があった

り、家財の片づけをするのに費用がかかるという

ところで、売る側も、買う側も家財があると困り

ますので、そういったところについても補助制度

などを設けてやっておりますし、そのほか、先ほ

ども申し上げましたが、改修補助なども制度化し

ておりますので、その辺、総合的にいろいろ制度

を使っていただきながら、なるべく利活用してい

ただくというところに注視をしていただきながら、

今後の利活用という部分を検討してまいりたいと

考えております。 

○相田克平議長 堤郁雄議員。 

○１１番（堤 郁雄議員） 今、危険な空き家では

なくても、やはりそのまま年数がたっていけば、

どんどん危険な空き家になっていくわけですよね。

今現在、市内に1,700件とかある空き家のうちの半

分ぐらいは、もう既にそういう危険な状態になっ

ていると。持ち主も管理する人もこちらにいない。

あるとき大雪が降ったときに、轟音を立ててそれ

がどっと崩れるというようなこともあるわけです

よ。そうなったときに、米沢市が予算をかけて危

険な空き家を取り壊したり片づけたりするという

費用がかかるわけですよ。それは数万円では済ま

ないわけですよ。 

  そういうことを考えると、ある程度の予算をか

けても、売買というか譲渡が行われて、譲渡費用

だけではなくて、もちろんリフォーム費用とかは

また別に出せるわけですから、それでリフォーム

してもらって、住んでもらうなり、利用してもら

うというのがベストな方法だと思いますので、ぜ

ひそのあたりを検討していただいて、お願いをし

たいと思います。 

  以上で終わります。 

○相田克平議長 以上で櫻田門、11番堤郁雄議員の

代表質問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時２９分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 １時００分 開  議 

 

○相田克平議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  公明クラブ、15番山田富佐子議員。 

  〔１５番山田富佐子議員登壇〕（拍手） 

○１５番（山田富佐子議員） こんにちは。公明ク

ラブ、山田富佐子です。 

  本日は、公明クラブを代表して、質問をさせて

いただきます。 

  お忙しい中、傍聴に来ていただきました市民の

皆様、ありがとうございます。 

  徐々に厳しい寒さも和らぎ、日差しがまぶしく、

ようやく米沢にも春の気配が少しずつ感じられる

ようになりました。 

  今回の３月定例会は、今任期最後の定例会とな

ります。公明党ならではの小さな声、声なき声を

聞き取る力を発揮し、その声を市政に届けること

を信条に、佐藤代表と取り組んでまいりました。

任期満了まで、米沢のため、市民生活向上のため

に、真摯に取り組んでまいります。 

  さて、定例会初日に中川市長より、令和５年度

市政運営方針が示されました。 

  その中の冒頭に、本市が今後も持続的に発展す

るためには、市民の皆様が住んでよかったと思え

るまちづくりを成し遂げること、そのために全て

の人が安心して暮らし、学び、育み、つながりを

推進していくと述べられております。私も、市民

ファーストの目線がなければ、どんな政策も、そ

して支援も、市民の心には響かないと考えており

ます。 

  それでは、市政運営方針から、子育てを支える
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まちづくりについてお伺いをいたします。 

  最初に、こども家庭庁新設に対する本市の準備

状況についてお伺いをいたします。 

  公明党は、昨年11月に子育て応援トータルプラ

ンを発表しました。その中で掲げた一部施策が早

速、2023年度予算案や2022年度の第２次補正予算

に盛り込まれ、子育て支援策が拡充いたします。 

  具体的には、出産費用が年々増加傾向にあるこ

とを踏まえ、４月から出産育児一時金が50万円に

増額となります。現行42万円から８万円の増額と

なりますが、当局の準備はできているのか、お伺

いをいたします。 

  2022年の出生数は、過去最少だった21年の81万

人からさらに落ち込み、80万人を割り込む見通し

で、少子化対策は喫緊の課題です。2023年４月に、

公明党が推進してきた子供政策の司令塔となるこ

ども家庭庁が発足をいたします。2023年度予算案

には、同庁関連経費４兆8,104億円を計上し、子育

て支援策の強化が図られます。 

  当局におかれては、事前の調査、準備など、国

の施策に十分対応できるようにお願いをいたしま

す。具体的な動きや情報があればお知らせくださ

い。 

  次に、２、人口減少対策についてお伺いをいた

します。 

  日本の総人口は、平成20年の１億2,808万人をピ

ークに、以降減少しています。今後も日本の人口

は減り続け、2055年には8,993万人になると予測さ

れ、さらに少子化が進行することが予測されます。

今回は、人口減少対策の中の少子化対策を中心に

お伺いをいたします。 

  子供を望む全ての人々が安心して子供を産み育

てられる社会をつくらなければならないと考えま

すが、最近の本市の出生数の推移はどうなってい

るでしょうか。また、少子化対策について、実績

や課題、そして新年度の取組についてお伺いをい

たします。 

  ３、子育て支援策について、具体的に３点につ

いてお伺いをいたします。 

  １点は、病後児保育所の利用状況と課題につい

てお伺いをいたします。 

  病後児保育所の設置は、本市の子育て環境整備

の一つとして、平成23年９月の定例会で初めて提

案をいたしました。その後も要望を繰り返し、そ

して平成26年、米沢市内２か所に設置がされまし

た。 

  病後児保育所とは、子供が病気の際に、保護者

が就労しているなどの理由で自宅での保育が困難

な場合において、当面、症状の急変が認められな

いことをかかりつけ医の連絡票により確認し、専

用スペースで一時的に保育する事業です。病後児

保育所の利用状況と課題についてお伺いをいたし

ます。 

  ２点目は、保育園におけるおむつの取扱いにつ

いてお伺いをいたします。 

  今年１月23日に、国より、各都道府県・市町村

保育主管課に対し、保育所における使用済みおむ

つの処分についての事務連絡がありました。 

  おむつの持ち帰りについて、多くの自治体が挙

げている理由は体調確認です。これは、もともと

布おむつを使っていた時代からの名残と言われ、

布おむつは捨てずに持ち帰って洗っていました。

子供の健康状態もチェックできるとされていまし

たが、その慣習が、紙おむつが普及している今も

残っているようです。 

  家に持ち帰って、わざわざ紙おむつの中身を確

認する人が多いとは思えませんし、便の状態の把

握はもちろん体調を知る上では大事ですが、異常

があれば、保育士からの連絡でよいと思います。

また、感染対策の視点から考えても、持ち帰りは

不適当であると思います。 

  全国の公立保育園のうち、約４割に当たる公立

保育園が、今も使用済みおむつを保護者に持ち帰

らせていることが、調査から明らかになっていま

す。全国で持ち帰り０％の自治体は、愛媛県、石

川県、青森県の３県のみの報告が出されておりま
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すが、本市の状況はどうなのかをお伺いいたしま

す。 

  ３点目は、無園児の対応についてお伺いをいた

します。 

  無園児とは、小学校就学前の０歳から５歳の子

供たちで、保育園や幼稚園などの施設に通ってい

ない子供のことを言います。厚生労働省は、昨年

２月、保育所や幼稚園、認定こども園に通ってい

ない０から５歳児が、全国で約182万人との推計を

公表しました。 

  保育所の入所は、保護者の就労状況などで優先

順位が決まり、経済的困窮や障がいや病気を理由

に受け入れられないことも事実です。子供との関

わりを大切に、家庭での養育を選ぶ保護者もいる

のも事実です。 

  しかし、どんなに子供をかわいいと思っても、

24時間、毎日幼い子供と一緒に過ごすことは、本

当に大変です。新型コロナウイルス感染拡大で外

出が困難なことも影響し、周囲に子育てを手助け

してくれる人がいない、相談できないと、孤独に

陥っている家庭も少なくありません。 

  本市の無園児の状況と今後の対策など、どう考

えているか、お伺いをいたします。 

  ２、健康長寿を支えるまちづくりについて。 

  （１）よねざわ健康長寿応援団の取組の内容に

ついて、お伺いをいたします。 

  市政運営方針の中に、誰もが健康で明るく元気

に生活することができるよう、健康長寿日本一を

目指す取組として、よねざわ健康長寿応援団を設

け、健康づくりを推進するための環境を整備しま

すと書かれてありました。 

  昨年９月の民生常任委員会で報告を受けていま

すが、事業内容、目的、効果などについて、改め

てお伺いをいたします。 

  （２）健康増進のための対策についてお伺いを

いたします。 

  民生常任委員会では、健康長寿日本一を実現す

るために、委員会での視察やオンライン視察研修

を行い、議会報告会で市民へ報告し、意見交換を

行い、それらを盛り込み、定例会初日に政策提言

を行いました。 

  民生常任委員会の議会報告会では、９名の市民

が参加され、３グループに分かれて意見交換を行

いましたが、市民の皆様の健康意識が高く、健診

受診率アップの対策、スポーツ施設や冬期間の運

動施設の充実、ウオーキング、体重測定、体操の

推進などのいろいろな意見が出されました。 

  どこの自治体でも、市民が健康な生活を送るた

めに、また、誰でもが健康で住み続けられるため

の支援策を大きな柱に、取組が行われています。 

  スポーツ施設の充実、冬期間の運動施設の充実

などは、豪雪地帯の本市においても、長年、市民

からの要望が高い項目です。政策提言を受けての

所感を含め、現状や次年度の取組についてお伺い

をいたします。 

  （３）新病院についてお伺いをいたします。 

  いよいよ本年11月、全国初の事例で、公立と民

間病院が機能分化・医療連携を行う地域連携病院

として開院をいたします。 

  今までも新病院建設のコンセプトはお話しいた

だいておりますが、市民にはまだまだ理解できて

いないようです。改めて、地域連携病院として市

立病院の役割や、三友堂病院と廊下でつながるこ

とのメリットなども含め、新病院開院による利点

は何かについてお伺いをいたします。 

  次に、大規模災害にも対応できる災害拠点病院

の指定を受け、24時間365日、市立病院での救急医

療体制が整備され、誰もが住み慣れた地域で安心

して医療を受けられる体制が整います。 

  このたび、市内３病院による米沢市病院群輪番

制病院運営事業が廃止されます。私が一番危惧し

ていることは、昨年10月から11月中旬まで新型コ

ロナウイルス感染症により、市立病院の救急搬送

の制限や、緊急以外の入院制限、予定手術の延期

などがあり、市民は不安でした。今後の危機管理

体制についてどのように考えているか、お伺いを
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いたします。 

  ３、安全安心に暮らせるまちづくりについて。 

  やさしい雪対策についてお伺いをいたします。 

  今年は12月より降雪がありましたが、気温が高

い日や雨も多かったせいか、昨年に比べ積雪が少

なかったと思います。冬期間の市民生活を守るた

めに、排雪を含め、除雪対策に一生懸命取り組ん

でいただいた職員の皆様、感謝の思いでいっぱい

でございます。 

  本市では、高齢者等雪下ろし助成事業として、

１回当たりの費用の一部、上限額9,000円を助成し

ています。しかし、物価高騰の今、雪下ろし代金

も、作業員の人数や時間にも違いはありますが、

民間業者や個人の契約であり、一概に金額は分か

りかねると思いますが、消費税、ガソリン代も高

騰し、かなり高額となっていると思われます。高

齢者の負担も大きくなっているのではないでしょ

うか。 

  この制度は、平成25年から始まり、ちょうど10

年が経過しております。先ほども言いましたが、

消費税、ガソリン代も高騰しております。高齢者

等雪下ろし助成事業の申請状況や金額などについ

て、お伺いをいたします。そして、この事業の助

成額の増額ができないかについてもお伺いをいた

します。 

  また、押雪軽減制度も開始から10年が経過し、

昨年度は1,700万円の費用がかかりましたが、市民

の満足度などを考えると、見直しの時期に来てい

ると思います。このことは、昨年12月の定例会で

もお話をさせていただきましたが、制度見直しを

行い、やさしい除雪の雪対策を行っていただきた

いと考えますが、見直しの検討などについてはど

うなっているのか、お伺いをいたします。 

  次に、（２）あんしんエンディングサポート窓

口の開設について、お伺いいたします。 

  国民生活基礎調査では、2040年、これから17年

後には、65歳以上の約４割が独居世帯となると予

測され、高齢化や配偶者との死別、ライフスタイ

ルの変化で未婚率が高まり、今後ますます老後の

独り暮らしの増加が考えられます。 

  昨年秋、市内に住むお独り暮らしの高齢者から

相談がありました。御自身も80歳を超え、身寄り

がなく、持病もあるため、今後、御自分の病気が

悪化をしたり、また、動けなくなったり、また、

死んでしまうことになったら、その後の死亡手続、

家財の処分、それまで使用している電気代、ガス

代、水道代、アパートの家賃や部屋のクリーニン

グ代などの支払い、そして葬儀や埋葬などのこと

を考えると、不安で仕方がないと相談を受けまし

た。 

  御本人と高齢福祉課、社会福祉協議会、置賜総

合支庁相談窓口、そしてまた高齢福祉課と、何か

所も回りましたが、どこへ行っても安心できる回

答は得ることができませんでした。 

  お金があれば、弁護士、行政書士、司法書士と

の契約ができますが、身寄りがなく、老後の蓄え

が少ない独り暮らしの高齢者は日々の生活で精い

っぱいであり、余裕がなく、頼むこともできませ

ん。多くの独り暮らしの高齢者の現状であると思

います。今後、そのような高齢者が増え、また、

空き家が増加し、市の対応が求められるケースが

多くなるのではないでしょうか。 

  今、民間業者による同様のサービスも増えてい

ますが、やはり費用を払えない高齢者が増えてい

ます。 

  名古屋市では、あんしんエンディングサポート

事業として、独り暮らしの高齢者の不安を解消す

るために、死後の葬儀や手続、家財の処分などを

最低限の費用で引き受けるサポートを行っており

ます。 

  今後、ますます独り暮らしの高齢者が増加する

のに伴い、市が手続や葬儀をするケースなどがあ

るのか、また、最近増加傾向にあるのかをお伺い

いたします。そして、今後このようなサポート窓

口が必要であると考えますので、本市において、

この取組ができないか、お伺いをいたします。 
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  （３）停電時の市民への周知はどうなっている

かについてお伺いをいたします。 

  １月14日夜10時半ごろ、急に私の住んでいる地

域で停電になりました。例えば台風などで雨風が

強かったり、雷が鳴っていれば、もしかして停電

するかもしれないと、心の準備と懐中電灯を近く

に置いたりと準備をすると思いますが、何の前触

れもなく突然ぶつっと電気が切れたので、大変に

驚き、かなり不安でした。そして、東北電力に電

話をしても、録音テープの対応でつながらず、原

因や、いつ頃復旧するのかの情報もなく、独り暮

らしの方が、とても不安な夜を過ごしたとお聞き

しました。 

  翌々日の１月16日の新聞に、米沢市の一部で14

日午後10時40分ごろ、一時800戸が停電し、約１時

間45分後に全面復旧した。停電をしたのは、関根、

通町一丁目などで、原因を調べているとの記事だ

けでした。 

  在宅療養中の医療機器を使用している方も、か

なり不安であったと思われます。電気やガス、水

道は、私たちの生活、命に必要不可欠な設備です。

本市では、この停電時に対策などは行ったのか、

また、問合せなどあったのかについて、お伺いを

いたします。 

  ４、ＳＤＧｓ未来都市の取組についてお伺いを

いたします。 

  令和３年５月、内閣府のＳＤＧｓ未来都市に本

市が選定され、ＳＤＧｓの先駆けとも言われる上

杉鷹山公の精神を受け継ぎ、様々な取組が評価さ

れた結果ということでした。令和４年度の実績と、

今後の具体的な取組についてお伺いをいたします。 

  また、この取組は、１課だけで取り組むのでは

なく、あらゆる課がそれぞれの立場でＳＤＧｓの

達成のために取り組むべきと思います。 

  例えば、教育委員会での取組についての提案で

すが、中学生のお母さんから、制服、リコーダー、

ピアニカ、彫刻刀について、リユースできないか

と相談されました。中学生は、登校時は制服を着

ていきますが、学校ではほとんど体操着で過ごし、

部活後そのまま帰るので、制服は傷まないと話さ

れていました。 

  12番目のゴールである「つくる責任・つかう責

任 持続可能な生産消費形態を確保する」に該当

し、市民一人一人の意識や行動を見直す必要があ

ります。省エネや３Ｒ（リデュース・リユース・

リサイクル）の徹底や市民教育を行い、循環型社

会の形成やごみの減量化にもつながっていくと考

えますが、まずは教育委員会からの取組を進めて

はどうでしょうか、お伺いをいたします。 

  最後に、３月で退職をされる三原議会事務局長、

髙橋上下水道部長、宍戸農業委員会事務局長をは

じめ、長年にわたり市政発展に御尽力をいただい

た市職員の皆様に、心より感謝を申し上げます。

今後は健康に留意され、ますますの御活躍を御期

待申し上げます。 

  以上、壇上からの質問を終わります。 

○相田克平議長 中川市長。 

  〔中川 勝市長登壇〕 

○中川 勝市長 私からは、１の子育てを支えるま

ちづくりについてのうち、（１）の「こども家庭

庁」新設に向けた本市の準備はについて、お答え

をいたします。 

  このたびの出産育児一時金の増額につきまして

は、少子化対策としても有益な施策であると認識

をしております。山形県の公的病院における出産

費用の平均が約48万円であり、これを上回る出産

育児一時金となったことは、安心して子供を産み

育てるための大きな支援になると考えております。 

  出産育児一時金増額への対応は、各保険者にお

いて行うものとなりますが、本市においては、入

院助産制度による支援がありますので、対応でき

るように準備を進めてまいります。 

  こども家庭庁は、子供に関する取組、政策を社

会の真ん中に据えた「こどもまんなか社会」を実

現するため、子供を誰一人取り残さず、健やかな

成長を社会全体で後押しするとする新たな司令塔
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として、令和５年４月１日に創設されます。 

  本市としましても、「こどもまんなか社会」実

現のために、昨今問題となりました子供に関する、

保育園に関する対処について、現場の声をしっか

りと届ける必要があると考え、このたび、子供の

安全安心の保育のための保育士の配置基準の見直

しと、高騰する燃料費等に対応するため、保育所

等の公定価格の見直しを、過日の市長会を通して

県に要望をするために準備を進めたところであり

ます。 

  こども家庭庁新設に伴い、今後新たに示される

施策につきましては、緊急性の高いものにつきま

しては遅延なく、また、市の現状に合わせた施策

については、その必要性を十分に検討した上で実

施をしてまいりたいと考えております。 

  以上であります。 

○相田克平議長 山口健康福祉部長。 

  〔山口恵美子健康福祉部長登壇〕 

○山口恵美子健康福祉部長 私からは、１、子育て

を支えるまちづくりについての（２）と（３）、

２の健康長寿を支えるまちづくりの（１）と（２）、

３の安全安心に暮らせるまちづくりについての

（１）と（２）についてお答えいたします。 

  初めに、１の（２）人口減少対策についてです

が、本市の出生数の推移ですが、令和元年度の出

生数464人に対し、令和３年度は412人で、52人の

減となっております。合計特殊出生率につきまし

ては、令和元年度で1.32人、令和３年度は1.25と

なっており、少子化が進んでいる状況です。 

  このような中、本市の子育て支援策として取り

組んでおりますのは、子育て家庭の経済的な負担

軽減として、子育て支援医療給付制度があります。

令和２年度から高校３年生まで給付対象を拡大し

ております。また、今年度からは、第３子以降の

保育料及び副食費について、第１子の年齢制限を

撤廃し、無償化の範囲を拡大したところです。 

  このほか、産前産後も安心して過ごすことがで

きるよう、保健師などが妊娠期から関わりを持ち

ながら様々な相談に応じ、切れ目のない支援体制

を整えております。 

  少子化対策につきましては、国でも現在議論さ

れているとお聞きしております。今後の国の動向

を注視していきたいと考えております。 

  次に、（３）子育て支援策についてお答えいた

します。 

  初めに、病児保育事業についてですが、今年の

１月時点での利用状況は、登録児童数155人、利用

延べ児童数は193人となっており、新型コロナウイ

ルス感染症の影響もあり、減少傾向にあります。

利用児童数の８割近くが０歳児、１歳児で、小学

３年生まで利用ができますが、小学生の利用は１

割未満となっております。 

  病児保育事業の課題としては、利用児童数の減

少が挙げられます。利用児童数に応じた区分で国

の補助額が決定されるため、利用児童数の減少は

補助額の減少につながり、病児保育事業の運営に

大きな影響を与えています。 

  次に、使用済みおむつの処分方法についてです

が、議員お述べのとおり、国から、保育所等にお

ける使用済みおむつの処分の通知がこの１月に発

出され、使用済みおむつは、保護者と保育士など

双方の負担軽減が図れることから、保育所等で処

分することが推奨されています。 

  本市の状況といたしましては、施設側で業者に

処分を依頼しているところが多く、そのほとんど

が持ち帰りということはないとお聞きしておりま

す。また、処分料は施設が負担している状況とな

っております。 

  続いて、無園児の市の現状と今後の対応につい

てですが、今年度から子ども家庭課において、未

就園児等支援事業として、未就園児の実態調査を

行っております。今年度は、２歳児以上の未就園

児がいる全ての方へのアンケート調査と、原則３

歳以上の未就園児がいる家庭への家庭訪問を行い、

未就園児の養育環境や安全確認を行うとともに、

保護者の困り事を把握し、ニーズに合わせた福祉
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サービスに結びつけるよう努めたところです。 

  未就園児の人数については、調査後の結果とし

て、２歳児が63人、３歳児が６人、４歳児が３人、

５歳児は０人という状況でした。 

  家庭訪問を行ったことで、子供の様子や保護者

の育児ストレスの度合い、未就園の理由など、多

くの情報を得るとともに、保護者の心配事や悩み

をじかにお聞きし、必要な情報を伝えることがで

きたと考えています。多くの家庭は、家庭の育児

方針を理由に、家族で協力し合いながら在宅での

育児を行っている実態が分かったところです。 

  未就園児等支援事業においては、様々な事情を

抱える家庭に寄り添いながら信頼関係を構築し、

その家庭を支えるための支援につなげたいと考え

ております。 

  次に、２の（１）「よねざわ健康長寿応援団」

の取組と内容はについてですが、よねざわ健康長

寿応援団は、市民の健康づくりを応援する団体の

集まりで、自分たちができることを応援宣言とし

て表明していただき、取り組んでいただくもので

す。 

  健康づくりにおいては、市民一人一人が個人の

意思に基づき実施することが基本となりますが、

身近で応援してもらうことでその取組を継続した

り、始めるきっかけになるなど、健康づくりに取

り組みやすくするための環境整備を目的としてお

ります。 

  対象団体としては、福祉施設や企業など、幅広

い分野の団体を想定しています。 

  応援宣言については、「健康情報発信」「運動

の推進」「からだ・歯・口腔の健康づくり」「食

生活の改善」「こころの健康づくり」の５つの分

野から、各団体が主体的に取り組めることを表明

していただき、応援宣言書として広く市民の皆様

が見えるところに掲示していただきたいと考えて

おります。 

  よねざわ健康長寿応援団に参加する団体が増え

ることで、まち全体で健康づくりに取り組むとい

う機運が高まることにつながるものと考えており

ます。 

  続いて、（２）健康増進のための今後の対策は

についてです。 

  本市では、現在、「目指せ！健康長寿日本一の

まち米沢」をスローガンに、運動、健診受診率の

向上、減塩について重点的に取り組んでおります。 

  初めに、運動についてですが、市民一人一人が

日常的に運動する意識を持つことが重要であると

考えています。そのために、よねざわ健康マイレ

ージに米沢市ＦＵＮ＋ＷＡＬＫ推進事業、健康・

スポーツイベントを取り入れ、参加することで健

康マイレージポイントを取得できる仕組みとして、

運動への動機づけを促したいと考えています。 

  また、スポーツ施設の充実、冬期間の運動施設

については、既存の施設のメンテナンスや老朽化

対策等を計画的に行いながら、安心安全にお使い

いただける施設の管理運営に努めてまいります。

冬期間の運動施設については、市営体育館や市営

多目的屋内運動場などは土日を中心に予約が取り

にくい状況にありますが、スノーシューを使った

スノートレッキングや、スキーやスノーボードな

ど、いわゆるウインタースポーツの振興も、市民

の健康増進に有効であると考えております。 

  次に、受診率向上の取組については、この２年

はコロナ禍の影響もあり、やや減少しましたが、

令和元年度の法定報告値では50％となり、県内平

均近くまで押し上げました。これは、様々な機会

を捉えての周知や、米沢市医師会との連携などに

よる未受診者対策の効果と考えております。 

  一方で、がん検診の受診率は、県内平均と比較

してもまだまだ低い状況ですので、今後も生活習

慣病予防のために、特定健診やがん検診の受診へ

の働きかけを進めてまいります。 

  減塩の取組については、令和４年度から特定健

康診査やはつらつ基本健診検査の受診者全員に、

無料で推定一日食塩摂取量測定を実施しておりま

す。令和４年12月までの受診者4,697名分の測定結
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果の平均値は、男性は9.9グラム、女性は9.4グラ

ムで、本市の目標数値である８グラム以上摂取し

ている割合は、男性で80％、女性は74％という結

果でした。また、今年度からは、減塩の意識を高

めてもらうことを目的に、市職員の定期健診での

推定一日食塩摂取量測定も行ったところです。 

  令和５年度は、米沢市健康長寿日本一推進プラ

ンや第３期データヘルス計画の策定年度となって

おります。これまでの取組の評価を行い、今後の

方向性について具体的な行動指針や目標値を定め、

市民の健康づくりを推進していきたいと考えてお

ります。 

  また、先頃提出されました政策提言についてで

ありますが、健康長寿日本一を目指す本市として

も、大変に重要な提言と捉えております。今後、

所管する担当課とも協議し、できることから実施

に向けた検討をしてまいりたいと考えております。 

  続いて、３の（１）「やさしい雪対策」につい

てのうち、高齢者等雪下ろし助成事業の助成額を

増額できないかについてお答えいたします。 

  高齢者等雪下ろし助成事業は、住居の雪下ろし

などを自力で行うことが困難な高齢者や障がい者

のみの世帯などを対象に、雪下ろしに要した費用

のうち、１回当たり9,000円までを、年３回を上限

として助成金を交付するものです。 

  今年度の実績ですが、令和５年２月14日現在で、

登録者872名、助成回数197回、助成金額175万6,240

円となっております。 

  降雪の状況によって実績は大きく違ってきます

が、単身の高齢者や高齢者夫婦世帯などが増えて

いることも影響し、今後、登録者数は増加してい

くものと予想しております。 

  当該事業の助成上限額9,000円については、平成

25年度の事業開始から金額の変更は行っておりま

せんでしたが、昨今の人件費や燃料費の高騰によ

り作業料金が上昇している状況を鑑み、令和５年

度の当初予算に上限額を１万円に増額し計上して

おります。このことにより、高齢者等の経済的負

担の軽減を図っていきたいと考えております。 

  次に、（２）あんしんエンディングサポート窓

口の開設についてですが、初めに、身寄りのない

独り暮らしの高齢者の方が亡くなられた場合の対

応についてです。 

  本市では、民生児童委員や介護保険サービス事

業所等の支援機関などから相談を受け、法律に基

づき、埋葬火葬の対応を行っています。独り暮ら

しの高齢者や高齢者夫婦世帯などが増えているこ

とが影響し、このようなケースは若干ではありま

すが増加している状況です。なお、家財などの遺

品は相続人の相続財産になることから、その処分

は相続人が行うこととなります。 

  次に、死後の手続について総合的に相談できる

窓口の開設についてですが、現在、高齢福祉課の

窓口に死後事務についての相談に来られた場合に

は、公正役場で作成することで法的効力を持たせ

る遺言書の作成や、第三者に死後事務を委任する

契約を行う死後事務委任契約などの情報提供を行

っております。 

  亡くなられた後に必要な事務としては、埋葬火

葬、行政手続、電気・水道などの各種契約の手続、

医療費などの支払い、相続手続、遺品の保管・処

分などがあり、これらの手続には時間がかかるも

のがあります。また、費用が発生することもあり

ます。さらに、相続人の調整や同意が必要になっ

てくるなど、複雑な事務処理が発生することも考

えられます。 

  行政が行える死後事務は、埋葬火葬などの必要

最小限の範囲であることから、遺品整理など本人

の意向を酌んだ死後事務を行うことは困難である

と考えています。しかしながら、本市の65歳以上

の独り暮らし高齢者の状況については増加傾向に

あり、頼れる子供や親族がいないなど、身寄りが

いない高齢者が増えていくことが考えられます。 

  このような状況から、死後事務に関する総合的

な相談窓口の開設の必要性は、今後ますます高ま

ると予想されます。今後、地域の関係機関と情報
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を共有し、また、弁護士や司法書士などの専門家

の方の御意見をお聞きしながら、先進地事例を参

考に研究してまいりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 渡邊病院事業管理者。 

  〔渡邊孝男病院事業管理者登壇〕 

○渡邊孝男病院事業管理者 私からは、小項目３、

新病院開院による利点は何か、また、感染症によ

る危機管理体制をどう考えているのかについてお

答えいたします。 

  新病院建設事業につきましては、平成24年度か

ら検討を進めておりまして、当初の目的は、老朽

化・狭隘化問題や耐震化への対応でありましたの

で、新病院が建設されることにより、それらの諸

問題への改善を図ることができます。 

  一方で、当院が24時間365日の救急医療を含めた

急性期医療を担い、三友堂病院は主として回復期

医療を担うといった機能分化医療連携においては、

救急医療や急性期医療に対して重点的に整備する

ことが可能となり、平日夜間・休日診療所の機能

を集約することで、本市の救急医療のワンストッ

プ化を実現することができます。 

  さらに、新病院は三友堂病院との合築でありま

すので、アメニティセンターやエネルギーセンタ

ーなどの施設・設備や放射線検査、あるいは臨床

検査などの医療機器の共有化といったメリットも

生まれます。 

  そのほか、このたびの両病院の役割分担では、

急性期を脱した後は回復期へ移行する流れとなり、

多くの患者さんが当院から三友堂病院に転院する

ことを想定しております。病院が離れていれば、

御家族が送迎したり、救急車で搬送したりすると

ころを、両病院が廊下でつながっておりますので、

ベッドに寝たままで転院いただくことが可能とな

り、患者さんや家族への負担も相当軽減されるこ

とになります。 

  同様に、スタッフの行き来も容易になりますの

で、カンファレンスや研修などによる交流の機会

も増え、両病院のスタッフの意思疎通が一層図ら

れるものと考えております。 

  次に、新病院における危機管理体制についてで

すが、当院では、新型コロナウイルス感染症によ

り昨年７月及び11月に院内感染が発生し、特に11

月は職員・入院患者が多数感染し、長期にわたり

診療を制限せざるを得ない事態となり、市民の皆

様や地域の医療機関などに多大なる御心配と御迷

惑をおかけしました。 

  そのため、新病院においては、一般病棟で感染

症患者を隔離するエリアを定め、そのエリアを陰

圧にし、より感染拡大がしないような施設設備と

することのほか、院内感染の未然防止対策を徹底

することはもちろんのこと、新たに感染症の発生

や感染が拡大した場合を想定したＢＣＰ、すなわ

ち業務継続計画でありますが、これを策定し、感

染拡大の規模や程度に応じた診療体制の整備を行

ってまいります。 

  また、新病院開院後は現在の救急輪番制が廃止

となり、当院が市内の救急医療を一手に担うこと

となりますが、公立置賜総合病院も含め、置賜圏

域の医療機関との救急搬送の受入れをはじめとす

る相互の診療協力は引き続き行ってまいります。 

  しかし、診療体制に大きな影響を及ぼすような

想定を上回る感染拡大が発生した場合には、当院

のみで対応するのは大変困難な状況が予想されま

すので、消防や地域の医療機関のみならず、市や

置賜保健所、県と情報を共有し、協力と指示を仰

ぎながら、早期の事態収拾に努めてまいりたいと

考えております。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

  〔吉田晋平建設部長登壇〕 

○吉田晋平建設部長 私からは、３の安全安心に暮

らせるまちづくりについてのうち、（１）やさし

い雪対策における押雪軽減支援制度の見直しにつ

いてお答えいたします。 

  初めに、令和４年度における押雪軽減支援制度
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の支援対象世帯については、市道分でありますが

1,118世帯と、平成23年度の制度開始時の支援対象

世帯326世帯の３倍以上となっており、冬期間にお

ける自宅前の雪処理に苦慮する高齢者などの世帯

は、毎年増加している現状であります。 

  市民からの押し雪軽減に関する問合せにつきま

しては、令和４年度の除排雪に関する問合せ件数

が、令和５年２月20日時点で約740件あり、そのう

ち約60件が押し雪軽減に関するものとなっており

ます。 

  主な押し雪軽減に関する問合せ内容は、「軽減

の申請をしているが多く雪を置かれた」や「軽減

されていない（効果を感じない）」といったもの

で、降雪が続き除雪の出動回数が増えることで、

道路脇の堆雪量が増えた時期に件数が増加してお

ります。また、問合せの多い地域を確認いたしま

すと、市街地で押し雪場がない路線や、押し雪軽

減対象世帯が連続した路線からの問合せが多い状

況であります。 

  このように、現行の押雪軽減支援制度につきま

しては、特に市街地の路線からの問合せが多いこ

とから、押雪軽減支援制度の効果を維持するため

には、市と除雪業者の協働による押し雪軽減支援

だけでは限界があり、地域からの押し雪場の提供

や町内除排雪協力会による排雪といった市民協働

による雪処理体制づくりなど、地域の共助が必要

不可欠となることから、毎年各地区で開催してお

ります除雪説明会や広報、チラシ、ＳＮＳなどに

より、市民の方に御協力と御理解をお願いしてい

るところであります。 

  以上のことから、地域の共助が得られれば、押

雪軽減支援制度の効果を維持していくことは可能

であると考えておりますので、雪処理の新たな地

域共同体づくりとして、地域振興課が令和４年度

より本格運用している地域の支え合いによる除排

雪事業による地域コミュニティーの形成により、

地域共助体制として押し雪軽減支援が期待できる

ことから、関係課と連携・協議を行い、押雪軽減

支援制度の新たな方法について検討してまいりた

いと考えております。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 安部市民環境部長。 

  〔安部道夫市民環境部長登壇〕 

○安部道夫市民環境部長 私からは、３の（３）停

電時の市民への周知はどうなっているのかの御質

問にお答えいたします。 

  初めに、今冬に市内で発生した停電につきまし

ては、12月に９回、１月に３回、２月に２回の計

14回発生しており、原因の多くが、積雪のため倒

れた樹木が電線と接触したことによるものとなっ

ております。 

  御質問にありました令和５年１月14日の午後10

時41分から翌15日の零時24分までの約２時間、大

字関根、通町一から八丁目、万世町立沢、東大通

二、三丁目の約800戸で発生した停電については、

電力会社に確認したところ、電柱の上部には自動

区分開閉器というエリアごとに電気を送ったり止

めたりする機器が取り付けられており、電線の異

常を感知したときに安全のため自動で送電を止め

ることができるものですが、この機器が何らかの

原因で誤作動したようであるという説明がありま

した。 

  電力会社においては、長時間の停電が発生した

場合、停電発生地域に広報車を派遣することとし

ておりますが、今回の停電は深夜の時間帯であり、

多くの方が就寝中であるという理由から行わなか

ったとのことでした。 

  また、人工呼吸器などの医療機器を使用してい

る方の情報については、電力会社が電気契約者か

らの申出により把握しており、停電発生地域にお

住まいの方に電話連絡し、つながらなければ戸別

訪問することとしておりますが、１月14日の停電

発生地域には該当する方はいらっしゃらなかった

とのことです。 

  停電情報の発信については、電力会社では、自

社ホームページに掲載しているほか、スマートフ
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ォンアプリによりリアルタイムでお知らせするサ

ービスを行っております。このアプリには、供給

エリア内の停電が発生したときに、発生日時、発

生場所、該当戸数、停電理由、復旧見通しをお知

らせする機能があります。１月14日の停電時には、

本市の職員がこのアプリにより停電の状況を把握

していたところですが、地域防災計画上の停電対

策に基づき、災害に伴う大規模停電や計画停電に

当てはまるようなものではないことから、局所的

な停電であったため、特に対応は行っていなかっ

たところです。なお、この停電に関する問合せは

ございませんでした。 

  今後、市民の皆様にどのように停電情報を発信

していくかについては、電力会社が提供している

スマートフォンアプリを活用していただくことが

迅速にお伝えできる最善の手法と考えております

が、多様な発信方法の確保の観点から、本市のＳ

ＮＳを活用して発信していく方法も検討してまい

りたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

  〔遠藤直樹企画調整部長登壇〕 

○遠藤直樹企画調整部長 私からは、４のＳＤＧｓ

未来都市の本市としての取組はのうち、（１）令

和５年度の取組はについてお答えいたします。 

  本市では、令和３年５月に内閣府からＳＤＧｓ

未来都市に選定されて以降、ＳＤＧｓに関して

様々な取組を行ってまいりました。 

  これまでの取組を幾つか御紹介しますと、まず、

団体・個人が取り組む事例を見える化することを

目的とした「わたしのなせばなる」が挙げられま

す。これは、今年度から、企業、団体、個人が実

践しているＳＤＧｓの取組を募集し、ホームペー

ジ上に掲載、紹介しているものであり、その中の

一部の団体等については、隔月で広報よねざわに

掲載しているほか、地元ケーブルテレビと連携し、

「ＳＤＧｓ未来にワンステップ」として放映して

いただいております。 

  また、本市のＳＤＧｓ推進アドバイザーである

ビジネス・ブレークスルー大学教授の谷中修吾先

生を講師とし、市内外の方々を対象とした講演会

や研修会を複数回開催しております。 

  このほか、市内全ての高校に参加いただき、高

校生が自分たちの考えるＳＤＧｓの取組を市議会

議場で発表した「わたしのなせばなる高校生チャ

レンジ」の実施や、職員によるＳＤＧｓに関する

出前講座の開催などとともに、市長自らが、市長

を囲む座談会などの様々な機会を捉えて、市の施

策であるＳＤＧｓの取組を市民の皆様に説明して

まいりました。 

  また、米沢市まちづくり総合計画後期基本計画

の中で各種施策とＳＤＧｓのゴールをひもづける

とともに、個別の計画を策定する際にもＳＤＧｓ

の要素を反映させるなど、全庁的な取組としてお

ります。 

  これらの様々な施策を通じて、多くの市民の皆

様に参画いただき、市民総参加でＳＤＧｓに取り

組む土台づくりに努めてまいりました。 

  新年度は、さらに市民の皆様がＳＤＧｓを理解

し、実際に取り組んでいただけるよう、主に４つ

の取組を展開していきたいと考えております。 

  １つ目は、ＳＤＧｓに関する出前講座の充実で

あります。学校やコミュニティセンター、各種団

体など、それぞれの対象者に合わせて内容を変え

ながら、ＳＤＧｓの理解を深め、受講者が自分た

ちでできる取組を実施していただけるよう取り組

んでまいります。 

  ２つ目は、「わたしのなせばなる」への掲載団

体の拡大であります。出前講座を実施した団体や

研修会を受講された方への働きかけなどにより、

掲載団体等を増やし、それらを参考にまた新たな

取組の輪を広げ、市民の皆様が自分事としてＳＤ

Ｇｓに取り組める仕掛けづくりを進めてまいりま

す。 

  ３つ目は、ＳＤＧｓプロモーション技法研修会

の開催であります。この研修は今年度も実施しま
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したが、内容をさらに磨き上げ、市職員、学校関

係者、民間事業者など様々な分野の方々が、新た

なつながりをつくることができるような取組にし

たいと考えております。また、それぞれの活動を

実際にプロモーションするまでを講師の方に支援

していただくことで、情報発信の効果を実感して

いただき、次の取組につなげられるように取り組

んでまいります。 

  ４つ目として、新たに企業のＳＤＧｓの取組の

指針となる指標づくりに取り組みます。これは、

環境に対する負荷の低減だけでなく、安全安心な

労働環境の促進など、企業のＳＤＧｓの取組に関

する様々な指標を取りまとめることで、企業がど

ういったことに取り組めばＳＤＧｓの達成につな

がるのか分かるものとし、企業のＳＤＧｓの取組

を後押しする仕組みとしていきたいと考えており

ます。 

  また、議員お述べのリユースに関する考え方に

つきましては、ＳＤＧｓの内容にも合致し、重要

な視点であります。全庁的に周知を図り、各部署

がそれぞれに取り組めること、あるいは関係する

団体等と連携して取り組めることなどを検討して

いきたいと考えております。 

  私からは以上であります。 

○相田克平議長 土屋教育長。 

  〔土屋 宏教育長登壇〕 

○土屋 宏教育長 私から、４、ＳＤＧｓ未来都市

としての本市の取組はのうち、（２）教育委員会

での取組はについてお答えをいたします。 

  学校現場においては、以前から、ＰＴＡの方々

の協力を得ながら各種学用品のリユースを行って

おり、物を大切にすることだけでなく、家庭の経

済支援にも役立っています。 

  その中でも、小学校では、運動着やスキー用具

などのリユースに取り組んでいる学校が多くあり

ます。運動着やスキー用具は、子供の成長に合わ

せて買換えが必要な学用品であり、その使用頻度

や耐久性から、比較的きれいな状態で譲ることが

できるのが特徴です。中学校では、制服のリユー

ス活動を展開し、育ち盛りの中学生が制服を買い

換える際に安価に譲り受けられることから、保護

者には大変好評であり、年々リユースの意識が高

まっているように感じております。 

  特に要望の多い制服リユースですが、中学校の

統合に向けて、現在、制服検討委員会を立ち上げ、

新しい制服の検討をしております。その中で、新

しい制服はスラックス、スカート及びキュロット

スカートを生徒自身が選択でき、ジェンダーレス

に配慮できるように考えています。また、学校ご

とに違いが分かるような区別を工夫するものの、

市内統一標準制服とすることで、中学校間で移動

があった際も使用することができます。新しい制

服のリユースについても、市内全体で取り組める

方法を今後研究してまいります。 

  一方、リコーダーや鍵盤ハーモニカなどの楽器

をリユースしている学校は、現在のところありま

せん。直接口をつけて使う道具であり、譲る側と

譲り受ける側の双方に抵抗があるのかもしれませ

ん。また、彫刻刀については、小学校中学年で購

入して中学校卒業までの長期間使用しますので、

メンテナンス等を考慮するとリユースしにくいも

のと思われます。今後は、ＳＤＧｓ目標12「つく

る責任 つかう責任」の観点から、学校備えつけ

で対応できる教材について研究してまいります。 

  全国的には、フードバンク団体等でリコーダー

や鍵盤ハーモニカ、彫刻刀のリユースをしている

例はあるようですので、洗浄やメンテナンス方法

を研究してみたいと思います。同時に、簡単に捨

てない、大事に使う、使い続けるという、物を大

切にする心を育てていくことも大事にしていきま

す。学校で使い方を学んだ道具が、授業中の学び

だけで完結するのではなく、将来の豊かな生活に

生かされていくような質の高い教育を目指してま

いります。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 山田富佐子議員。 
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○１５番（山田富佐子議員） 詳細な御返答、大変

にありがとうございました。 

  それでは、最初に、病後児保育所についてお伺

いをしたいと思います。 

  先ほどいろいろ御返答いただきましたけれども、

実は皆さんも御存じかとは思いますが、病後児保

育所の保育時間は、月曜日から金曜日の午前８時

半から５時半までで、土日、祝祭日、年末年始は

休みとなっております。保育期間は、１回につき

連続する５日間までが利用可能となります。 

  医師が記入する利用連絡票は、当日または前日

に記入してあるものを提出するということで、例

えば月曜日に保育所を利用する場合に、土曜日に

受診した際の利用連絡票では保育園を使用できな

いということになります。月曜日に再度受診をし

て、月曜日からまた保育所を利用するようになる

わけです。また、木曜日に熱を出して、医師に連

絡票を記入してもらっても、金曜日に受診したと

しても、その後土日、保育所が休みになるので、

やはりこれも連続した５日間とはならないわけで

すよ。必ずやはり月曜日に再受診をしなければな

らないというのがこの利用連絡票になっておりま

す。 

  子供は、いつ熱を出したり病気になるか分かり

ません。子供の病気というのはすごく軽度のもの

から重症化するものもありますが、やはりほとん

どがちょっと熱を出したり、おなかを壊したり、

そういう症状というのが多々あることだと思いま

す。 

  この病後児保育所というのは、働くお父さん、

お母さんの負担を軽減するために設置をされてい

るわけですが、だったら、先ほどのそういう保育

時間とか保育期間のこと、あと利用連絡票のこと

を考えると、本当に役立っているのかとちょっと

心配になりました。 

  先ほどの健康福祉部長からのお話では、新型コ

ロナウイルス感染症の状況で利用は少なくなって、

補助額の減少にもつながって、運営にも影響を及

ぼしているという話もあったわけですけれども、

本当にこの利用する保護者にとっては、利用しづ

らくないのか、なぜこのようになっているのかと

いうことが、私はちょっと不思議なのですけれど

も、そのことについては健康福祉部長、どのよう

にお考えか、お伺いいたします。 

○相田克平議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 確かに、今、議員お述

べのとおり、保護者の方からの利用に関する御要

望ということで、その点につきましてもお話はい

ただいているところです。 

  実際、この病児保育事業を立ち上げる際には、

米沢市医師会の中でマニュアル等をもんでいただ

き、その中身に沿って事業の運営を行っておりま

す。つきましては、指導医もおりまして、現在、

御要望があった件についても、この指導医の先生

の意見も参考とさせていただきながら、事業に取

り組んでおります。 

  確かに働いていらっしゃる御家族にとっては、

毎回毎回、病院に一回行って指示書を書いていた

だかないと利用できないのかというようなお話も

いただいたところでありますけれども、指導医か

らの指導におきましては、やはりそこは小さいお

子さんでいらっしゃるということもあり、直近の

観察、お子さんの状態を見て指示書は書かせてい

ただきたいというようなお話もいただいたことか

ら、今回その件については、御希望もいただいて

いたところではありますけれども、なかなか難し

いということで判断したところであります。 

○相田克平議長 山田富佐子議員。 

○１５番（山田富佐子議員） ありがとうございま

す。やはり私もそうでしたが、子育て中の方が一

番苦労するのは、子供が病気のときです。親も、

子供が病気のときはそばにいたいというのは当然

なのですけれども、しかし、休みが取りにくい職

場もあります。子育てと仕事が両立できるように

支えることも少子化対策の一つであると思います

が、やはり米沢はそういう状況ですが、これは、
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県内とか全国的にそういう運営の決まりというか、

そうなっているかどうかは、例えば健康福祉部長

は御存じですか。 

○相田克平議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 こちらの病児保育事業

についてのマニュアルにつきましては、例として

は全国のもの、手引書のようなものは出ておりま

すけれども、統一したものとなっているわけでは

ありません。なので、本市としては、やはり専門

家の御意見をお聞きし――といいますのも、ほか

の病児保育事業所においては、病院内で行ってい

るケースというのが多くありました。保育所で行

うケースということで、やはり米沢市の特色があ

ったのかなと思っております。その際に、医師会

の方からの御意見をいただくというようなことで

マニュアルも作成、見直しを行ったところでした。

まずは、指導医の先生方の御意見もお聞きしなが

ら進めるというところで、安全安心を確保させて

いただきたいと考えたところです。 

○相田克平議長 山田富佐子議員。 

○１５番（山田富佐子議員） ありがとうございま

す。やはりそういうマニュアルというか、そうい

う保育時間とか保育期間とか、その連絡票の件も

ありますけれども、やはりいろいろな課題がある

と思います。例えば、保育時間の延長となれば、

職員の勤務シフトの変更とか、また、看護師の確

保も必要になってくると思います。 

  けれども、まず取り組みやすいところから、せ

っかく病後児保育所を開設していただいているそ

の園が、やはり窮地に陥らないような対策を、市

としても支援していただけなければ、やはり働い

ているお父さん、お母さんも安心して子育てがで

きないということにつながっていくと思いますの

で、再度、そこは今後も検討いただければと思い

ます。 

  次に、本市では紙おむつの持ち帰りがないとい

うことで、安心をいたしました。今、実は全国的

に紙おむつのサブスク、定額有償サービスの導入

が全国各地で始まっております。通常保護者は、

園に子供を預けるときに、紙おむつ１枚１枚に子

供の名前を書いて園に届けなければならないので

す。そして、着替えのほかにこの紙おむつを持っ

ていくということは、すごく荷物も多くなるわけ

です。一方、保育士の方は、子供ごとに違う紙お

むつを管理しなければならないということで、大

変これも負担になっているということもお聞きし

ました。 

  このサービスによって、おむつの履き間違いが

改善できて、保育士の負担も軽減になっていると

いうことで、また、保護者も名前書きの手間が省

けて荷物も少なくて済むなどの利点があって、全

国で3,340以上の園で導入されております。山形県

では、11園で導入されているということです。 

  また、最近では、給食エプロンやお口拭きやお

昼寝のコットンカバーなどもサブスクが進んで、

手ぶら登園に取り組む園が増えているとお聞きし

ました。やはり、毎日忙しい保護者の負担を少し

でも減らしたいという思いからだと思います。 

  それで、本市でも、公立保育園からそういうサ

ブスクの導入を進めてはいかがでしょうか。そし

て、そうすることによって、市全体の民間の園に

も波及できるのではないかと思いますが、そのこ

とについてはどのようにお考えか、お伺いいたし

ます。 

○相田克平議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 おむつのサブスクの導

入につきましては、実際、民間立の保育所等で検

討しているというようなお話もお伺いしておりま

す。 

  本市の公立で導入してはということですが、実

際導入をしている認可外保育所がございますが、

そこからの内容を聞き取りさせていただきますと、

やはりどうしても割高になってしまう場合がある

というようなこと、また、サブスクですので、お

むつが大量に納入されます。その納入の保管場所

というところでのやはり課題もあるというところ
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もございますので、今後、様々な課題を検証させ

ていただきまして、導入が必要かどうか、また、

保護者の意向もございますので、そのような意向

も確認させていただきながら、導入については検

討させていただきたいと考えております。 

○相田克平議長 山田富佐子議員。 

○１５番（山田富佐子議員） いろいろ問題はある

と思いますが、共働き世代が安心して子育てでき

る環境を推進していただきたいと考えます。 

  次ですが、雪下ろしの助成額についてお伺いい

たします。 

  先ほどの回答では、助成額については、来年度

１万円に増額する予定であるということをお聞き

して、大変うれしく思いました。市民の方も、や

はり同じように、なかなか消費税、燃料費とか、

あと人件費が高騰していてすごく大変だったとい

うことをお聞きしまして、高齢福祉課の窓口にも

何回か相談もさせていただいたところですので、

大変よかったなと思います。早速、市民の方にも

お知らせをしていきたいと思いました。 

  次に、エンディングサポート窓口について、再

度質問をいたしたいと思います。 

  先ほども市が関わるそういう葬儀とか、そうい

う実態や増加傾向もお聞きしまして、やはり看過

できない問題だとすごく思ったところです。 

  令和２年度の調査では、高齢者の独り暮らし、

あと高齢者世帯を合わせて6,554世帯でしたが、５

年前に比べ約650世帯も増えているわけです。もう

本当に今後もお独り暮らしの高齢者やそういう方

が増えていくというのは、もう事実でございます

し、また、尊厳ある対応、対策も必要となってく

るわけです。 

  先ほど健康福祉部長からは、その窓口のことに

ついて、今後、総合的な相談窓口も先進的な事例

を基に研究していくというお話も伺いましたので、

それはもう早急に検討していかなければならない

問題だとつくづく思っておりますので、まずもっ

てぜひ早急にそれをお願いしたいと改めて思いま

す。 

  次に、停電時の市民への周知についてちょっと

お伺いいたしたいと思います。 

  先ほど御返答もいただきましたけれども、実は

山形に営業所がある在宅酸素を取り扱っている所

長さんからお話をお聞きする機会がありました。 

  そのときに、その営業所では、災害や停電時の

対応として、自社でレスキューウェブを立ち上げ

ており、いち早く在宅酸素の患者さんへ連絡をし

て対応することができるシステムを構築している

ということで、すごく私自身も安心しました。 

  昨年、本市の新規の事業である広報事業、ＬＩ

ＮＥ機能強化事業というのがあったわけですけれ

ども、その事業目的に、より効率的に市民の希望

する情報を提供する体制を構築し、市民の利便性

向上と、電話や窓口での問合せ業務の縮減を図る

こととしていますが、現在登録者数などはどのよ

うになっているか、ちょっと現状お分かりであれ

ば教えていただきたいと思います。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 ＬＩＮＥの登録者数につ

きましては、市外の方も含めてになりますけれど

も、２万人ちょっといるかと記憶しております。 

○相田克平議長 山田富佐子議員。 

○１５番（山田富佐子議員） そうすると、昨年よ

りもかなり増えてきていると思います。そして、

私も市民の方からもお伺いすると、やはりすごく

便利だという話もお聞きしました。 

  やはりすごく大変便利なのですけれども、例え

ばいち早くこの停電とか、災害などの情報を市民

から受け取ったり、また、逆に東北電力ネットワ

ークの停電情報通知アプリがあるわけですけれど

も、それを市民へ発信するなど、そういうことを

できないかどうか。 

  そうなると、やはり、今このように登録者数が

多いわけですので、自分もすごく生活していく上

では安心なのかなと思ったところですが、私自身

そういうのにちょっと疎くてあれでないものです
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から、そういうことができるのかどうかちょっと

分からないところですが、ぜひそういう機能が広

報のこの米沢のＬＩＮＥに入ってくるとすごく便

利になってくるかと思ったのですが、市民環境部

長いかがですか。 

○相田克平議長 安部市民環境部長。 

○安部道夫市民環境部長 ただいまありました登録

者数の人数からしましても、やはりＬＩＮＥでの

情報発信というのは有効かと考えております。 

  先ほど１回目の答弁でも申し上げましたけれど

も、やはり多様な発信方法の確保ということで、

このＬＩＮＥを使っての停電情報の発信というこ

とにつきましても、できないかどうかということ

で、検討を進めてまいりたいと考えております。 

○相田克平議長 山田富佐子議員。 

○１５番（山田富佐子議員） ありがとうございま

す。そうすると、ますますこの米沢のＬＩＮＥの

登録者数も増えるのではないかと思いました。 

  実は余談なのですけれども、今回また花沢で先

週だか停電があったのですけれども、私は、独り

暮らしの方や医療機器を使っている方がすごく不

安だったろうなと思ったのですけれども、実は、

ある会社では、停電になると機械が止まってしま

うので、停電アプリをスマホに入れて、もう停電

になったといったら、すぐ会社に行ってその機械

の立ち上げをしないと、次の日の作業工程に大き

く影響するのですという話もありました。そうい

う会社もあるのだなと改めて私自身も驚いたとこ

ろです。 

  そういう意味では、やはりそういう情報をいた

だくことによって、市民生活も安心できるのでは

ないかと思いましたので、ぜひ今後、前向きに検

討いただければと思います。 

  次に、先ほど新病院における役割については、

いろいろ種々お話を伺いました。 

  一つ、すごく個人的な、ちょっとした初歩的な

疑問ですけれども、例えば今度、救急が専門にな

っていくというこの市立病院の中で、例えば今ま

で外来で市立病院にかかられていた外来の患者さ

んは、新病院になってもそのまま継続して受診す

ることはできるのでしょうか。 

○相田克平議長 和田市立病院事務局長。 

○和田 晋市立病院事務局長 基本的には受診いた

だけることにはなりますけれども、今まで何度も

御説明してまいりましたが、機能分担ということ

になりますので、当院としましては、基本的には

紹介状を持ってきていただいた患者さんを中心に

診る急性期病院という位置づけになろうかと思い

ます。 

○相田克平議長 山田富佐子議員。 

○１５番（山田富佐子議員） 新規の場合はその紹

介状というのは分かるのですが、今現在継続して

市立病院の外来で治療している方はどうなります

か。 

○相田克平議長 和田市立病院事務局長。 

○和田 晋市立病院事務局長 状態の落ち着いてい

る方につきましては、まちの診療所ですとか、三

友堂病院に紹介という形を取る患者さんもおりま

すし、また、当院で診るべき急性期に近いという

方は、引き続き当院で診るということになろうか

と思います。 

○相田克平議長 山田富佐子議員。 

○１５番（山田富佐子議員） そうすると、急性期

に近い患者さんはそのままですが、落ち着いてい

る方は逆紹介をかけていく。これからそう進めて

いくということでよろしいですね。 

  そうすると、やはり急性期でなくても、その先

生を頼って市立病院の先生に診てもらっていると

いう方も、結構市民の中にはいらっしゃるのでは

ないでしょうか。そういう方たちが、今度またか

かりつけ医であったり、三友堂病院ということで

逆紹介になるというのであれば、やはりそこはき

ちんと丁寧に説明をして市民の理解をいただきな

がら、そういう体制を取っていただくように説明、

また、チラシなど広報機能なども使ってお願いし

たいと思いますが、いかがでしょうか。 
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○相田克平議長 和田市立病院事務局長。 

○和田 晋市立病院事務局長 おっしゃるとおりだ

と考えております。もう既に一部、訪問看護ステ

ーションの患者さんにつきましては、他ステーシ

ョンのところに御案内をほぼ終えてございますし、

近々、人工透析の患者さんにつきましても、今度

は三友堂病院で中心に診ていただくことになりま

すので、その御案内を始めているところでござい

ます。 

  さきの答弁でも申しましたけれども、なかなか

今度は機能分担ということで今までとまた違った

関わり方が求められることになりますので、特に

外来を中心に、市民の方がどちらの病院に行った

らいいのか、どういう関わり方をしたらいいのか

というのが分かりやすく、キーワードとしては繰

り返し繰り返し、基本的なことを様々な媒体や機

会を捉えて周知をしてまいりたいと考えてござい

ます。 

○相田克平議長 山田富佐子議員。 

○１５番（山田富佐子議員） ありがとうございま

す。市民の方が迷わないように、ぜひよろしくお

願いしたいと思います。 

  それで、新病院において放射線機器を導入する

考えについてお伺いをいたします。 

  このことは、令和元年にも質問をいたしました。

放射線治療を担当する医師や放射線治療室のスペ

ースの確保、事業費の問題など言うまでもなく、

簡単でないことは承知しておりますが、放射線治

療を必要としている患者さんが、置賜総合病院や

山形大学医学部附属病院に行って治療を受けなけ

ればならない状況は、極めて大変なことです。山

形や置賜総合病院へのバスもありません。電車で

行くにしても、駅までの交通手段や、駅から病院

までの交通手段なども不便でございます。また、

先日お伺いしたおうちの方は、小さな子供を抱え

て、他市での放射線治療は大変だったというお話

もお聞きしました。 

  地元で治療できることの安心感は大きいものと

思います。以前お伺いしたときには、新病院建設

後も、必要時には建設できるようスペースの確保

はしておくとの話も伺いましたが、市民の要望も

高い放射線治療の導入については、その後検討さ

れているのか、お伺いをいたしたいと思います。 

○相田克平議長 和田市立病院事務局長。 

○和田 晋市立病院事務局長 以前御説明した際と

基本的な考え方は変わってはございません。現時

点では、新病院の北側駐車場の一部に放射線治療

の別棟を建設できるような敷地の計画となっては

ございますが、現在のところ、具体的な建設の予

定はございません。今後、やはり医療資源の適正

配置という視点も考慮しながら、患者の治療や専

門医の確保、費用対効果なども含めまして、引き

続き検討、検証してまいりたいと考えてございま

す。 

○相田克平議長 山田富佐子議員。 

○１５番（山田富佐子議員） 次に、すみません、

前後しますけれども、無園児対策についてですが、

やはり周囲のサポートがなければ、親子が孤立し

て虐待のリスクも高まるおそれがあるとして、国

も対策に動き始めている現状です。 

  現在の少子化が進んで、多くの保育所で定員割

れが生じています。本市でも２月に報告を受けま

したが、保育園等の入所余裕数がまだあります。

この空き定員を活用して、無園児を週一、二回で

も預かることができれば、多くの無園児家庭を支

援することができるのではないかと思います。 

  家庭保育を選択する保護者もおりますけれども、

やはり母親が一人で負担を抱えるワンオペ育児も

社会問題化しておりますし、保護者が就労要件を

満たしていなかったり、経済的に余裕がなくて、

入園できない場合もあるようです。 

  もし、その時間帯とか曜日限定など柔軟な使い

方ができるようになれば、リフレッシュにつなが

るのではないでしょうか。そのような考えがない

のか、米沢市でできないのか、お伺いをしたいと

思います。 
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○相田克平議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 議員お尋ねの事業につ

きましては、国の保育所の多機能化に向けた効果

を検証するモデル事業での実施になるかと思いま

す。現在、確かに本市においても定員割れを起こ

している保育所というのは、数か所ございます。

ただ、現在、一時預かり事業ということで同様の

サービスを提供している事業が、市内の３か所の

保育所で実施していることから、やはりその必要

性を十分検証する必要があるかと考えております。

その補助の内容なども今後確認をさせていただき

ながら、検討ができるものであれば、対応したい

と考えております。 

○相田克平議長 山田富佐子議員。 

○１５番（山田富佐子議員） 先ほど無園児に対し

ては、家庭訪問であったり、アンケート調査など

も行っているということですので、そういうのを

検討しながら、その対策もぜひお願いしたいと思

います。 

  最後になりますが、健康長寿についてですけれ

ども、対策についてお伺いしたいと思います。 

  すごく厳しい言い方をさせていただきますが、

私は、この健康長寿日本一を目指した取組が二転

三転しているようで、一体全体この取組は、段階

的に進んでいるのか、それとも停滞しているのか

が分かりません。 

  米沢市健康長寿のまちづくり推進条例が令和元

年に制定されておりますが、確かに種々の事業は

展開されております。そもそもの話なのですけれ

ども、平成30年６月に示された米沢市健康長寿日

本一推進プラン（案）は、現在の計画のベースと

なっているものなのでしょうか。 

  このプラン（案）の中に、昨年９月に報告があ

ったよねざわ健康長寿応援団づくりというのもも

ちろん書いてありましたが、このプランの「案」

は取れたのでしょうか。もう計画から５年が経過

して、ようやくこのよねざわ健康長寿応援団をつ

くることになっているわけですけれども、この30

年６月に示されたこの括弧がついている案という

のは、一体どのようになっているのか。そして、

これがこれからも、これを基に進めていくのか。 

  ちょっと何か私自身は、すごく今回も昨年９月

に出されたときにも、令和５年から15年までの約

10年間にやっていくのだという話もありました。

ところが、平成30年からスタートしたこの括弧書

きの案のところでは、平成30年から令和７年度と

いう期間になっておりました。この期間の修正が

いつ報告になったのかというか、修正になったの

か、ちょっと私自身は記憶にないのですね。 

  すごく今後、この健康長寿日本一の米沢はどの

ように進んでいくのか、どこに着地点があるのか。

少し整理して、タイムスケジュールなどもお示し

していただきたいと思いますが、最後にいかがで

しょうか。 

○相田克平議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 確かに健康長寿日本一

推進プランにつきましては、コロナの影響もあり、

停滞していたという時期がありました。なかなか

お示しすることができなく、申し訳なく思ってお

ります。 

  今回、中村議員の代表質問のところでもお答え

いたしましたけれども、健康長寿日本一推進プラ

ンにつきましては、現在見直しをさせていただき

まして、推進に向けたプランの策定に、現在、案

としてお示しできるように策定の準備を進めてい

るところです。また、目指す姿というのも、この

たび明確にお示しさせていただいたと考えており

ます。 

  まずは、健康長寿日本一推進プランについては、

健康長寿の入り口に関わるもの、土台づくりとい

うところで考えております。このようなところを

捉えた上で、推進プランにつきましては、夏頃に

案としてお示しをさせていただき、秋までの完成

ということで検討を進めさせていただきたいと考

えております。 

○相田克平議長 山田富佐子議員。 
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○１５番（山田富佐子議員） ありがとうございま

す。もう少し整理していただいて、タイムスケジ

ュールなどをしっかり示していただければと思い

ます。ありがとうございます。 

○相田克平議長 以上で公明クラブ、15番山田富佐

子議員の代表質問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時３０分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ２時４０分 開  議 

 

○相田克平議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  日本共産党市議団、９番髙橋英夫議員。 

  〔９番髙橋英夫議員登壇〕（拍手） 

○９番（髙橋英夫議員） こんにちは。日本共産党

市議団の髙橋英夫でございます。 

  まずもって、今日、お忙しい中、傍聴に何人か

の方が来られています。本当にありがとうござい

ました。お礼を申し上げます。 

  昨年の２月24日、米沢市議会３月定例会の初日

に、ロシアによるウクライナ侵攻というショッキ

ングな出来事が起きました。ロシア、ウクライナ

ともに数多くの犠牲者が日々生まれていて、一日

も早く戦争を終わらせてほしいという世界中の

人々の願いにもかかわらず、この戦争は長期化す

るのではないかという見方も報じられています。 

  ロシアのウクライナ侵攻開始１年に当たって

開催された国連総会緊急特別会合は、２月23日、

国連憲章の原則に従ったウクライナの包括的、公

正かつ永続的な和平を求め、そのための外交努力

への支援の倍加を国際社会に要請する決議案を

141か国の賛成多数でしました。 

  国連総会決議は、民主主義対専制主義と、世界

をあれこれの価値観で二分するのではなく、国連

憲章遵守の一点で国際社会が団結することの重

要性を示しました。この道を揺るぎなく進み、さ

らに多数の国々の声にしていくことこそ、この残

虐で無法な侵略戦争を終わらせる最大の力にな

るのではないでしょうか。 

  戦争の最大の責任がロシアの侵略にあること

は言うまでもありませんが、戦争に至った背景に

は、ロシアも含めた包摂的な平和の枠組み、欧州

安保協力機構――ＯＳＣＥと言いますけれども、

これが存在し、1999年には紛争の平和的解決の憲

章が確認されていたにもかかわらず、北大西洋条

約機構（ＮＡＴＯ）の側も、ロシアの側も、この

枠組みを生かさず、軍事対軍事の悪循環に陥って

いたことにあります。 

  軍事同盟、軍事ブロックでは、平和はつくれな

い。これこそ、ヨーロッパの教訓なのではないで

しょうか。憲法９条を持つ日本が、ＡＳＥＡＮ（東

南アジア諸国連合）と協力して、東アジアサミッ

トという地域全ての国を包摂した平和の枠組み

を発展させることこそ、東アジア、そして世界全

体の平和をつくる道なのではないでしょうか。 

  この不幸な戦争が一日でも早く終結して、ウク

ライナに平和の日々の暮らしがよみがえること

を心から願ってやみません。 

  さて、今回の私の質問のテーマは、「人が集ま

るまちへ。今こそシティプロモーションを」です。 

  シティプロモーションとは、一般的には、地域

の魅力を内外に発信し、その地域へヒト・モノ・

カネを呼び込み、地域経済を活性化させる活動と

定義づけられています。 

  地方の市町村の多くは、少子高齢化の勢いが止

まらず、人口も減少する一方で、産業も経済も疲

弊し、事業承継もままならず廃業に追い込まれる、

空き店舗や空き家が増えるばかりといった負の

スパイラルに陥っています。本市も例外ではあり

ません。 

  これを打開するためには、高校まで米沢で過ご

した若者たちが高校卒業後米沢で働く、大学に進

学した若者が卒業後米沢で働く、市外からも若者
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が米沢に移住してくるという状況をつくらなけ

ればなりません。 

  私は、この観点から、シティプロモーションで

何を発信すれば、若者の定住・移住がかなうのか

ということに注目し、６つの質問項目を立てまし

た。いずれの項目もこれまでに一般質問で繰り返

し取り上げてきたものでありますが、世界や国の

動き、情勢の変化も大いに関わってきますので、

当局の判断の変化も期待したいところです。現状

での判断を行い、残された課題については、この

４月の米沢市議会議員選挙での選挙公約に反映

し、市民の皆さんとの対話活動に生かしていく。

そのような位置づけで質問をさせていただきま

す。 

  項目の１つ目は、ＲＥ100を目指す環境省「脱

炭素先行地域」選定に向けての挑戦をです。 

  ＲＥ100とは、事業活動で消費するエネルギー

を100％再生可能エネルギーで調達することを目

標とする国際的イニシアチブを指します。 

  環境省は、ＲＥ100を目指す環境省脱炭素先行

地域を昨年から公募を行い、選出作業を行ってい

ます。 

  本市は、ゼロカーボンシティ宣言、地域循環共

生圏、ＳＤＧｓ未来都市、プラスチックごみゼロ

宣言と、地球温暖化対策や環境問題に係る４つの

看板を掲げた先進的、意欲的な自治体です。これ

らの施策が現実のものになり、米沢の地域全体に

取組が広がり、市民誰もが共有できるものとなっ

たら、シティプロモーションで発信できる大黒柱

的な施策になるでしょう。 

  このような誇るべき施策を打ち出している本

市ですから、ＲＥ100を目指す環境省脱炭素先行

地域に選出されるよう応募すべきと考えますが、

これに向けての何らかの取組を行っているので

しょうか。行っているとすれば、その進捗状況と

課題についてお知らせください。 

  項目の２つ目は、子育て応援宣言をしてはどう

かです。 

  出生率2.81の奇跡の町として全国的な脚光を

浴びた岡山県の奈義町では、出生率を高めるため

の政策の大転換がありました。 

  奈義町では、2005年、出生率が1.41となり、危

機的状況でした。子供の数が減っていった要因の

一つとして、子育ての費用負担が大きいと考え、

町では、支援を充実させることにしました。それ

までも子育て支援策はありましたが、今いる町民

だけでは出生率向上には限度があるのは歴然、若

い世代の移住者を増やさなければならない。それ

には、誘致策になるくらいの独自性の高い思い切

った子育て支援が必要だということで、数々の支

援策を打ち出し、併せて子育て応援宣言を大々的

にアナウンスしたのです。 

  その結果、若い子育て世代の移住が増え、出生

率は、2014年に2.81と非常に高くなり、脚光を浴

びました。2016年の出生率は1.85、2017年は2.39

と、2014年には及ばないものの、全国平均の1.44

――これは2016年です――に対し、高水準を保っ

ています。 

  奈義町の事例からは、その自治体の子育ての施

策の優位性が、子育て世代を呼び込む決め手にな

り得るということだと思います。 

  本市においても、子育て支援策は、かなり充実

してきているものと認識しています。 

  そこで質問をいたします。 

  米沢市の子育て支援策が充実していること、今

後とも施策の拡充に取り組む決意があることを、

子育て応援宣言を行って内外に発信してはいか

がでしょうか。 

  質問の２つ目です。 

  今後、他の自治体に追随すべき子育て支援策と

しては、小中学校の給食費の無償化があります。

全国的にも、山形県内においても、学校給食無償

化の取組はどんどん広がっています。本市におい

ても、学校給食の無償化を実現させてはいかがで

しょうか。 

  質問の３つ目は、インフルエンザ予防接種への
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助成をできないかです。 

  これまでも日本共産党市議団でこの問題を取

上げてきましたけれども、置賜３市５町の中で、

インフルエンザ予防接種への助成が部分的とい

うのは本市だけです。本市に住む子育て世代の方

たちからは、隣の町では助成しているのに、なぜ

米沢だけやらないのかという声が聞かれます。ぜ

ひ、助成の拡充を実現させていただきたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

  質問の４つ目は、ファミリーサポートセンター

の利用料金を値下げできないかです。 

  これも子育て世代からの生の声です。他の自治

体から引っ越してこられたその方は、「以前の町

ではずっと利用料金が安かった。米沢は高くて負

担が大きい」と話しておられます。改善できない

ものでしょうか。 

  項目２に関して、４つの質問をいたしました。

子育て施策の充実は、子育て世代の住みやすさに

直結します。子育てするなら米沢市と胸を張って

発信できるよう、施策の改善や拡充をすべきと考

えますが、いかがでしょうか。 

  項目の３つ目は、学園都市にふさわしい施策の

展開をです。 

  人口８万人足らずのまちに３つの大学があり、

三千数百人もの大学生が学び、生活しているとい

う事実は、本来なら宝物だと思います。しかしな

がら、現実は、連携やマッチングが必ずしもうま

くいっておらず、宝の持ち腐れ状態なのではない

でしょうか。 

  ものづくりのまち米沢の大学に、数多くの科学

者、研究者、学生がいるのに、産学連携の成果が

なかなか見えてこないというのが実情なのでは

ないでしょうか。 

  そこで、１つ目の質問です。 

  そもそも地元企業、事業所の側に、大学のシー

ズを生かしたい、製品開発のために研究成果をフ

ィードバックしてほしいといったニーズはある

のか。それらを把握したり、掘り起こしをするな

どの仕組みはできているのかです。 

  ２つ目の質問は、逆に、大学側には地域貢献の

意志、意欲があるのか、実情はどうかです。 

  ３つ目の質問は、これまで、産学官の連携でど

のような実績があったのか。また、それを推進す

る仕組みや体制はどうなっているのかでありま

す。 

  次に、視点を変えて、学生からの要望事項につ

いて触れたいと思います。 

  月に一度のペースで学生向け食料支援活動を

行っている「ほっとまんぷくプロジェクト米沢」

では、イベント開催ごとに生活実態アンケートを

行っています。 

  ここに寄せられる米沢市への要望事項で最も

多いのが、公共交通を充実させてほしい、具体的

には、バスの本数を増やしてほしいというもので

す。 

  市内を走るバスの利便性の向上については、12

月定例会の一般質問で紹介させていただいた先

進事例がありますので、改めて提案させていただ

きます。 

  学生からの要望で、本数を増やしてほしいとい

うのは、乗りたいときになかなかバスが来ない、

待ち時間が長過ぎるというようになるかと思い

ます。 

  昨年10月から茨城県高萩市で運用が始まった

「ＭｙＲｉｄｅのるる」という交通システムは、

時刻表も路線もない、タクシーを呼ぶように、ス

マホでバスを呼ぶシステムです。バスに乗りたい

人が、スマホのアプリで乗車したい停留所と目的

地を入力すると、バスのＡＩが最短ルートを自動

計算して迎えに来るというものです。 

  利用者には、「あと何分後に着きます」という

連絡も入ります。何人もの利用者がいても、ＡＩ

が逐一自動計算して最適なコースをドライバー

に伝える仕組みなので、スムーズな運行が可能で

す。利用者からの呼出しがない時間帯は、そもそ

もバスは走らないので、無駄がありません。 
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  高萩市では、高齢者により便利に利用してほし

いと、スマホを持っていない高齢者にはスマホの

購入補助と使い方講習会なども行い、バス利用と

スマホによる生活の質の向上をセットにした施

策を展開しています。 

  米沢市の場合は、高齢者もそうですが、大学生

も交通弱者です。本市の中心部の交通システムと

して、「ＭｙＲｉｄｅのるる」はベストマッチン

グだと思いますが、いかがでしょうか。 

  項目の４つ目は、歴史・史跡のあるまちとして

新たな観光戦略をです。 

  本市の観光戦略として、伊達氏の歴史を位置づ

け組み入れるべきではないかとの提案は、これま

での一般質問でも行ってきたところです。 

  本市では、「上杉の城下町」を前面に置き、伊

達政宗をはじめとする伊達家との関係はあまり

打ち出してきませんでした。本市は、伊達家が212

年、上杉家が272年治めてきたまちですから、本

来は「伊達と上杉の城下町」なのではないでしょ

うか。 

  2019年12月28日に放映された「戦国武将総選

挙」というテレビ番組で発表されたランキングで

は、１位織田信長、２位上杉謙信、３位伊達政宗

でした。上杉謙信も伊達政宗もこれほどのビッグ

ネームであり、人気を集めているのですから、上

杉と伊達の両方にゆかりのある歴史のまちであ

ることをアピールしなければもったいないので

はないでしょうか。 

  質問の１つ目は、伊達と上杉の城下町というイ

メージ戦略をフェードインすべきではないかで

す。 

  質問の２つ目は、伊達の史跡である舘山城や、

伊達の城館群のある斜平山一帯を観光資源とし

て活用すべきではないかです。 

  今、山城はブームになっているので、まちの中

心部に程近い場所に伊達の山城が存在していて、

足を踏み入れることができるということは、大変

な魅力です。しかも、強調したいことは、これら

の史跡群をガイドできる市民団体が既に活動し

ているという強みがあるということです。舘山城

保存会、斜平山保全活用連絡協議会に加え、伊達

三日月街道活性化協議会も活動を始めています。

史跡もあり、ガイドをする市民団体があるのです

から、まさに即戦力ではありませんか。一連の伊

達の史跡の活用を提案いたします。 

  質問の３つ目は、かつて実施された「歴史文化

ふれあい講座」を再開し、市民のガイドを養成し

て、深掘り型、滞在型の観光で関係人口を増やす

取組をしてはどうかです。 

  これまでの米沢への観光客は、どちらかという

と交流人口型であり、米沢は周遊型で、米沢牛や

米沢ラーメンを食べたら次の観光地へといった

スタイルが多かったのではないでしょうか。 

  米沢の歴史を深く知りたい、深く語り合いたい

というコアなファンの心をつかむことができれ

ば、関係人口型への発展が可能です。滞留型に変

化すれば、経済効果も拡大します。このような観

光戦略への転換をしてはいかがでしょうか。 

  項目の５つ目は、本市でもパートナーシップ制

度を導入してはどうかです。 

  同性婚が法律で認められることや、ＬＧＢＴＱ

など性的少数者に対する差別をなくす法律を求

める声が広がっています。報道各社の最新の世論

調査では、法整備を支持する回答が多数を占めま

した。朝日新聞先月21日付の世論調査では、同性

同士の結婚を「法律で認めるべきだ」は72％に上

りました。産経新聞同日付の調査も、71％が同性

婚法制化に賛成でした。 

  ＬＧＢＴＱ理解増進法案についても、産経新聞

調査では、64.1％が「成立させるべきだ」と答え

ました。性的少数者の当事者が強く求めている差

別を禁止する法律も、朝日新聞調査では、51％が

「つくるべきだ」と多数でした。 

  岸田首相が国会で、同性婚導入に関して、家族

観や価値観、社会が変わってしまう課題だと答弁

したことに、「適切ではない」との答えは、57.7％
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ありました。これは、共同通信の２月13日配信の

ものです。 

  岸田首相は、多様性を尊重するというなら、同

性同士の結婚を認める婚姻の平等の法案、性的少

数者への差別を禁止する法案を、政府の責任で国

会に提出すべきです。 

  日本以外のＧ７（主要７か国）各国は、性的少

数者への差別を禁止する法令を定めています。同

性カップルにも、異性カップルと同じ権利が法律

で保障されています。性的少数者の人権と尊厳を

守ることが、世界の流れとなっています。 

  日本でも、同性カップルを認証するパートナー

シップ制度を導入した自治体は広がり、人口の６

割以上になっています。山形県では先日、酒田市

が、県内では初めてこの制度を導入することを決

めました。 

  質問の１つ目です。 

  以上のように、性的少数者の人権と尊厳を守る

ことは世界の流れであり、日本国内の世論におい

ても多数を占めています。本市でも、今こそパー

トナーシップ制度を導入してはどうでしょうか。 

  質問の２つ目です。 

  様々な場面で、市民がＬＧＢＴＱについて学び

合う機会を企画してはどうでしょうか。 

  項目の６つ目は、雪対策に優れたまちとして新

たな除雪対策の導入をです。 

  災害の少ない本市は、とても暮らしやすいまち

ですが、冬の暮らしはとなると、話が変わります。

除雪の担い手も高齢化が進み、あるいはできる人

がいない家庭などが増えつつあります。高齢とな

っても不安なく米沢で暮らし続ける上で、あるい

は米沢に移住者を呼び込む上で、雪対策がどれほ

ど充実しているかが大きな課題となります。雪問

題の解決なしに米沢の発展はないと言っても、過

言ではありません。ありとあらゆる知恵と工夫を

投入して、米沢の冬の暮らしを少しでも楽にして

いく。そのような施策が求められています。 

  質問の１つ目です。 

  村山市では、ロータリー車をダンプとセットに

しての間口排雪を随時行っているとのことです。

この方式を米沢でも導入できないでしょうか。 

  質問の２つ目、交差点や歩道にできがちな雪の

壁が視界を妨げ、安全上の大きな問題となってい

ます。雪の壁を作らないための除雪の取組はでき

ないでしょうか。 

  質問の３つ目、弘前大学の旧農学部が開発した

融雪溝は、溢水を防ぐ上で有効なツールであると

聞いています。本市においても、融雪溝設置の適

地があれば積極的に導入してはと考えますが、い

かがでしょうか。 

  質問の４つ目、市内のＮＰＯ法人の意向を調査

しつつ、大石田町で行っているような除雪機や重

機の貸出し、人件費補助による、依頼しやすく小

回りの利く除雪システムをつくれないでしょう

か。 

  質問の５つ目、市民が統一基準による作業料金

で有償ボランティアを行う除雪サポーター制度

を創設してはいかがでしょうか。 

  この制度ができると、地域のコミュニティーが

育ち、市民の社会貢献活動が活性化し、働きがい、

生きがいを持って活躍できる人が増え、助ける側

も、助けられる側も、安心で快適な冬の暮らしを

送ることができるようになります。ぜひ導入して

いただきたいと考えますが、いかがでしょうか。 

  以上で、ここからの質問を終えます。 

○相田克平議長 中川市長。 

  〔中川 勝市長登壇〕 

○中川 勝市長 私からは、（５）の人権尊重のま

ちとして「パートナーシップ制度」の導入をにつ

いてお答えをいたします。 

  自治体パートナーシップ制度につきましては、

最近の人権意識の高まりや多様性を尊重する声の

高まりを受け、導入団体が増加しており、東北地

方では、令和２年12月に導入した弘前市に加えて、

昨年、青森県、秋田県、一関市、秋田市が新たに

導入をしております。例示がありましたように、
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山形県内でも、本年４月から酒田市が新たに導入

する予定となっております。 

  本市の状況としましては、市職員でも半数程度

しか制度を認識していないなど、まだまだ多くの

市民に御理解をいただいている状況とは言えず、

また、このような制度の導入に否定的な考えをお

持ちの方も少なくないと考えております。 

  このようなことから、今年度改定した第２次米

沢市男女共同参画基本計画〈改定版〉においては、

パートナーシップの意味や考え方、効果などを広

く周知し、多くの市民に理解していただく取組も、

パートナーシップ制度を実施していく上で重要と

考えております。 

  一方で、国ではパートナーシップ制度の同性婚

に関する議論が行われておりますので、こうした

状況を注視しながら、本市としましても対応を行

ってまいりたいと考えております。 

  次に、ＬＧＢＴＱ等について、学び合う機会づ

くりについてお答えをいたします。 

  近年、ＬＧＢＴＱという言葉の認知度は高まっ

ておりますが、差別や偏見を解消すべく、当事者

の方を講師としてお呼びし、様々な悩みや生きづ

らさについてお聞きすることは、理解を深める有

効な手段の一つであると考えております。 

  第２次米沢市男女共同参画基本計画〈改定版〉

を推進する中で、多様性社会への対応、また、講

演会等の開催についても検討をしてまいりたいと

考えております。 

  以上であります。 

○相田克平議長 安部市民環境部長。 

  〔安部道夫市民環境部長登壇〕 

○安部道夫市民環境部長 私からは、（１）「ＲＥ

100をめざす環境省脱炭素先行地域」選定に向けて

挑戦してはどうかの御質問についてお答えいたし

ます。 

  初めに、環境省の脱炭素先行地域の選定につい

ては、これまでのところ、取組を行っていないと

ころです。本市としては、令和３年度に再生可能

エネルギー導入目標策定基礎調査により、本市の

二酸化炭素排出量と再生可能エネルギーのポテン

シャル推計を行い、令和４年度での再生可能エネ

ルギー導入目標策定を踏まえて、令和５年度に地

球温暖化対策実行計画の見直しを行い、具体的な

施策を盛り込む予定としております。 

  本市のゼロカーボンシティ達成に向けた取組に

おいて、国の支援は、可能であれば最大限有効に

活用したいと考えておりますことから、令和５年

度には、総務省所管の地域経済循環創造事業交付

金による人材面からの地域脱炭素支援を活用し、

脱炭素社会の実現に資する外部専門家を招聘する

こととしており、ゼロカーボンシティ達成に向け

た事業の推進に関するアドバイスを受けながら、

地域課題の複数同時解決につながる施策を組み立

てる上で、脱炭素先行地域の選定も視野に入れ、

具体的取組を検討してまいりたいと考えておりま

す。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 山口健康福祉部長。 

  〔山口恵美子健康福祉部長登壇〕 

○山口恵美子健康福祉部長 私からは、（２）「子

育て応援宣言」を行ってはどうかのうち、１つ目、

３つ目、４つ目の質問についてお答えいたします。 

  初めに、１つ目の質問についてお答えいたしま

す。 

  議員御提案の子育て応援宣言についてですが、

宣言するに当たっては、行政のみならず、市民や

各団体、企業など、市全体で子育てを応援すると

いう機運が高まって行うものと考えております。 

  また、本市では、子供と子育てに関する施策を

総合的に推進する計画として、米沢市子ども・子

育て支援事業計画を策定し、「はぐくみのさと米

沢」を基本理念に、子育て支援の事業を進めてい

るところです。 

  第２期の事業計画を策定したときに実施したア

ンケート調査では、子育て世代の方から屋内遊戯

施設への要望を多くいただき、取り組むべき最重
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要課題と捉え、今年秋の完成を目指し、子育て世

代活動支援センターの整備事業を進めています。

来年度は、第３期事業計画の策定に向けて子育て

世代へのアンケート調査を実施し、様々な御意見

をいただき、子育て世代の方のニーズをしっかり

と捉え、また、各種関係機関や市民の方から構成

される米沢市子ども・子育て会議の意見をお聞き

しながら計画の策定に取り組み、この計画に基づ

き、様々な子育て施策の推進に努めていきたいと

考えております。よって、子育て応援宣言につい

ては、現段階では考えていないところです。 

  次に、３つ目の質問、インフルエンザ予防接種

の助成についてお答えいたします。 

  予防接種には、予防接種法に基づいて、市町村

が主体となって実施する定期接種と希望者が各自

の判断で受ける任意接種があります。定期接種に

は、感染症の蔓延予防と、感染した場合、重篤に

なるおそれがある病気を対象にした百日咳や麻疹

などのＡ類疾病の予防接種と、個人の発病または

その重症化を防止することを目的とした高齢者対

象の肺炎球菌やインフルエンザなどのＢ類疾病の

予防接種があります。 

  子供のインフルエンザは任意接種に当てはまり、

予防接種法に基づくものではないため、各自の判

断により接種するかどうかを決める予防接種であ

ることから、その費用については全額自己負担と

しております。 

  県内では、子供のインフルエンザの費用助成を

行っている自治体があることは承知しております

が、国が定めた予防接種法の規定どおりに実施す

るのが望ましいと考えておりますので、現在のと

ころ、費用助成の予定はないところです。 

  続いて、４つ目の質問になります。 

  ファミリーサポートセンターの利用料金を値下

げできないかについてですが、ファミリーサポー

トセンターの事業は、子育てのお手伝いをしたい

人と子育ての手伝いをしてほしい人が会員となり、

お互いの地域の中で助け合いながら子育てをする

会員同士のサポート事業です。 

  利用料金は各自治体で定めていますが、本市で

は、平成11年の発足から、基本料金となる平日日

中の１時間当たり600円については、変更していな

いところです。当該事業は、安価な料金で地域の

子育てを支える有償ボランティアとなっています

ので、このことを御理解いただき利用していただ

ければと考えています。よって、現段階で料金の

見直しを行う予定はないところです。 

  また、利用料金の一部を助成している他自治体

もあると聞いていますが、本市においては助成事

業の創設は考えていないところです。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 土屋教育長。 

  〔土屋 宏教育長登壇〕 

○土屋 宏教育長 私からは、（２）「子育て応援

宣言」を行ってはどうかの学校給食の無償化はで

きないかについてお答えをいたします。 

  学校給食におきましては、昭和29年に施行され

た学校給食法において費用負担の区分が定められ

ており、本市では、学校給食費として、食材費の

みを保護者に負担していただいているところです。 

  なお、教育委員会では、学校給食に関係する支

援としまして、就学援助制度や特別支援教育就学

奨励費による支援を行っております。 

  また、今年度は、新型コロナウイルス感染症の

長期化や、原材料費やエネルギーコストの上昇に

より、学校給食にも影響が出ていることから、新

型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

を活用し、令和４年７月から令和５年３月までの

学校給食分の給食食材費の高騰分に対して補助を

行っております。 

  今後の社会情勢にもよりますが、このような状

況は当面継続すると推測されることから、令和５

年度においても、保護者の負担を増やすことなく、

学校給食の質を維持しながら、安定的に提供でき

るように検討を進めてまいります。 

  以上のことから、学校給食費への支援につきま
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しては、経済的に支援が必要な世帯や、物価高騰

など広く支援が必要な場合など、さらなる支援の

必要性などについても含めて十分に検討しながら

行ってまいりますが、これ以外による学校給食費

への支援については、現段階においては考えてい

ないところです。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

  〔安部晃市産業部長登壇〕 

○安部晃市産業部長 私からは、（３）学園都市に

ふさわしい施策を推進すべきではないかのうち、

本市における大学シーズと地元企業のニーズのマ

ッチングに関することについてと、（４）の歴史・

史跡のあるまちとして新たな観光戦略を打ち出す

べきではないかについてお答えをします。 

  初めに、（３）についてでありますが、本市は

東北でも有数の工業都市でありますけれども、市

内の製造業を中心とした企業ニーズは、工業技術

の研究開発や新製品開発分野をはじめ、生産・品

質効率の向上に向けた取組など多岐にわたってお

り、特に山形大学工学部が持つ研究シーズとの親

和性は非常に高いものと捉えております。 

  また、令和２年度に市内の製造業400社を対象に

実施した企業動向調査では、本市に求める支援策

として、研究開発に関する支援や、大学、研究機

関との仲介を希望するとの要望が出されていると

ころです。 

  特に、市内の製造業では大学と連携したいとい

うニーズが高いことから、令和２年度から商工課

に専属の産学連携支援員を配置し、産学連携のマ

ッチングを行ってきましたが、昨年度までの実績

としまして、毎年企業などへの訪問件数は200件を

超え、そのうちマッチングに至った件数は、令和

２年度が30件、令和３年度が18件となっておりま

す。このように、本市の産業振興を図っていく上

で、地元の大学との連携は欠かすことのできない

ものとなっているところです。 

  一方で、大学側におきましても、地域貢献に対

する意識が非常に高く、様々な取組を積極的に進

めていただいております。山形大学では、公益財

団法人山形大学産業研究所を設置しており、その

中では、大学所属の研究者が地域企業との共同研

究などに取り組んでおります。今年度は、快眠を

もたらす寝具の研究開発や、地域農業をデジタル

改革につなげる農作業センシング技術開発などの

共同研究を行っているところです。 

  さらに、オフィス・アルカディア内に有機エレ

クトロニクスイノベーションセンターを設立し、

市内企業との製品共同開発事業を進めております。

その実績例として、有機太陽電池を市内企業の木

製サッシに搭載し、発電する窓を試作しているほ

か、バックアップ電源用に薄型の半固体電池を搭

載した米織を活用したスマートフォンケースなど、

大学の先端技術と地元企業の製品が組み合わさり、

地域での新たな価値の創出につなげた事例がござ

います。 

  また、米沢栄養大学におきましても、令和３年

度に、米沢市健康のまちづくり推進事業において、

企業を対象としました適塩教室を行い、市内企業

８社の従業員を対象に塩分摂取量を調査し、従業

員への適切な指導につなげ、企業における健康経

営に対する意識啓発を図りました。 

  このように、様々な形で大学が市内企業と積極

的に関わることで、地域に対して大きく貢献いた

だいておりますので、今後とも、新産業の創出、

付加価値の高いものづくりの実現に向けて、学園

都市、そしてものづくりのまちの両者の特性を生

かしながら、大学の研究シーズと企業のニーズの

マッチングを促進してまいりたいと考えておりま

す。 

  次に、（４）の歴史・史跡のあるまちとして新

たな観光戦略を打ち出すべきではないかについて

ですが、その中の１点目の「伊達と上杉の城下町」

というイメージを立ててフェードインすべきでは

ないかであります。 

  本市におきましては、上杉家米沢移封の際に現
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在の米沢市内の基盤が築かれたことや、米沢藩主

上杉家廟所などをはじめとする上杉家関連の文化

財や史跡が数多く残っていることから、そのため、

これまで広くそのイメージが定着しているものと

考えております。 

  一方、伊達政宗に関しては、伊達家に関連する

文化財や史跡などのほとんどが仙台市にあること

から、本市と伊達家のつながりについては広く認

知されるまでには至っていないのが実情であると

認識しております。 

  そのような中、平成28年に、伊達家にゆかりの

ある舘山城跡が国の史跡に指定され、各種団体等

による観光資源としての活用による取組が徐々に

進められてきているところです。 

  一例として、山形おきたま観光協議会が令和３

年度より、舘山城をはじめ、置賜地域に残る伊達

家の家臣らにより築かれた城館である伊達四十八

館をコースの中に組み入れ、町なかを周遊するウ

オーキングイベントを実施しております。 

  また、米沢観光コンベンション協会でも、同年

度よりガイドつきで伊達氏及び上杉氏の歴史を学

びながら舘山城と御成山公園などを巡るツアーを

実施し、多くの方に御参加いただいたほか、昨年

12月には、歴史や城館に造詣の深いインフルエン

サーを招聘し、伊達四十八館の認知度向上や今後

の誘客拡大を見据えた取組として、ファムトリッ

プも実施しております。 

  本市としても、上杉文化のみならず、伊達のふ

るさととしてゆかりがある強みを生かし、関係団

体と連携しながら、機会を捉え適切な情報発信を

今後も継続して行っていくとともに、伊達氏や上

杉氏といった共通した歴史資源を持つ他の地域と

も戦略的に広域連携の取組を行うことにより、本

市への関係・交流人口拡大につなげていきたいと

考えております。 

  次に、２点目の舘山城や斜平山一帯の観光資源

の活用についてであります。 

  舘山城や斜平山一帯につきましては、そのほと

んどが私有地となっていることから、これまで民

間の各種団体が主体となり、舘山城跡や斜平山を

活用とした様々な取組が行われ、観光客の誘致や

おもてなしが行われてきました。 

  このうち、舘山城保存会では、草刈りなどの環

境整備のほかに、舘山城跡入り口付近の倉庫内に

伊達氏関連の資料展示スペースを整備し、連絡を

事前に入れれば見学できるようにしていただきま

した。 

  また、ＮＰＯ法人斜平山保全活用連絡協議会で

は、山形県や本市との共同事業として、道標や案

内看板などの設置やトレッキングルートの刈り払

いなどの環境整備、まち歩きコースの造成やガイ

ドに取り組まれているほか、斜平山カンカン渡り

など様々なイベントを企画し、観光誘客に努めて

いただいております。 

  本市でも、舘山城内の説明看板の設置、パンフ

レットの作成、職員による史跡案内のほか、冬期

間を除き笹野山及び愛宕山の山頂付近に仮設トイ

レを設置し、このエリアを訪れる観光客の利便性

及び満足度の向上を図っているところです。 

  今後も民間団体等との共同事業を継続するとと

もに、米沢観光コンベンション協会などと連携し

た旅行商品の造成や効果的な情報発信などとも組

み合わせることで、エリア一帯の観光資源として

の磨き上げを図ってまいりたいと考えております。 

  次に、３点目の歴史文化ふれあい講座の再開、

市民のガイド養成関係であります。 

  歴史文化ふれあい講座は、米沢観光コンベンシ

ョン協会が、本市観光ガイドの代表的な存在であ

るおしょうしなガイドの養成事業の一環として、

令和２年度及び３年度に開催した講座です。 

  この講座は、米沢の城ガイド育成をテーマに、

郷土史の専門家を講師に迎え、舘山城や米沢城な

どの現地研修のほか、歴史文化やガイドの心得な

どについても深く学ぶことで、ガイド知識の習得

と資質の向上を図ることを目的として実施したも

のです。今年度につきましては実施を見送りまし
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たが、新年度には再び実施する方向で検討を行っ

ているとお聞きしております。 

  昨今の城ブームを受け、舘山城や米沢城を目的

として、本市の歴史に関心を持つ多くの観光客の

来訪が期待されることから、歴史に関する深い知

識を持ち、観光客の知りたい情報を的確に伝える

ことのできるガイドが求められております。また、

歴史にとどまらず、食や文化、自然、景観など、

本市の持つ様々な魅力についてストーリー性を持

って語り、多様なニーズにも対応できるガイドを

継続的に養成していく必要があると認識しており

ます。 

  このため、市としましても、関係機関と連携し

ながらガイド養成を推進し、観光客の受入れ体制

の整備充実を図ることで、観光客の長期滞在に伴

う観光消費額の増加や市内経済の活性化につなげ

てまいりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

  〔遠藤直樹企画調整部長登壇〕 

○遠藤直樹企画調整部長 私からは、（３）の学園

都市にふさわしい施策を実施すべきではないかの

うち、「ＭｙＲｉｄｅのるる」など、学生の交通

需要に対する今後の取組についてと、（６）の雪

対策に優れたまちとして新たな除雪対策の導入を

のうち、市民などと連携した除雪の取組について

お答えいたします。 

  初めに、公共交通関係について申し上げます。 

  本市では、令和３年度に米沢市地域公共交通計

画を策定しましたが、この計画の策定に当たり、

令和４年１月に市内の大学生等の通学状況やアル

バイトの実態、公共交通に対するニーズを把握す

るため、アンケート調査を実施しました。 

  調査結果では、学生の半数以上が市街地の商業

施設でアルバイトをしていることや、主な買物先

として約７割の学生が市内のスーパーや大型店で

買物をしていることが分かりました。交通に対す

る要望としては、バスの本数を増やしてほしいと

いう意見や運行するルートを見直してほしい、も

う少し遅くまで運行するダイヤにしてほしいなど

の意見もいただいております。 

  現在、学生が利用できる主な公共交通としては、

米沢栄養大学、米沢女子短期大学に南回り路線が

運行しており、山形大学工学部には市街地循環路

線が運行しておりますが、アンケート調査の結果

から、現在の運行経路やダイヤでは学生の移動ニ

ーズを十分に捉え切れていないことが課題である

と考えております。 

  公共交通の主要な利用者となる学生のニーズに

合わせた見直しは重要でありますので、具体的な

見直し策として、南回り路線を学生のニーズに合

わせて運行本数を増やすとともに、各大学と市内

の様々な商業施設を経由するルートに変更するほ

か、循環路線については１時間に１本の運行に増

便するとともに、鉄道との接続性に配慮したダイ

ヤに見直すことを考えており、令和６年度から実

施できるよう検討を進めております。 

  また、現在の市街地内のバス経路では利用が難

しい方の移動状況や交通需要を把握するため、令

和５年度に市街地内の方を対象とした交通ニーズ

アンケート調査も予定しております。 

  議員お述べの「ＭｙＲｉｄｅのるる」について

は、先進的なＡＩオンデマンドシステムで、朝晩

以外の乗車人数が少ない時間帯に効率よくバスの

利用ニーズを満たす手段の一つであると捉えてお

りますが、高萩市と本市との地理的条件やバス経

路の違いのほか、システム導入費用やバスの調達

方法、運行主体の確保など、様々な課題がありま

すので、十分な調査・研究が必要であると考えて

おります。 

  また、ほかにも公共交通に関する先進的な取組

がございますので、そういったものの調査・研究

を行い、本市の公共交通の充実につなげていきた

いと考えております。 

  次に、市民などと連携した除雪の取組について

お答えいたします。 
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  本市では、地域の高齢者宅を中心とした間口除

雪や屋根の雪下ろしなどを地域共助により支えて

いくことを目的とした地域の支え合いによる除排

雪事業を実施しております。令和元年度から３年

度までをモデル事業として実施し、今年度から本

格的な運用を開始したところであります。 

  この事業は、地域の意欲ある団体に対して、除

雪機の燃料費をはじめ、スコップやヘルメット等

の購入、雪下ろし講習会の開催などに係る費用に

対して、１団体当たり10万円を上限に補助金を支

給するものであります。 

  ３年間のモデル事業に参画した団体からの意見

として、「団体が予定している経費はしっかり支

援してほしい」や「関係書類の作成に係る事務量

が多い」「担い手が不足している」などのお話を

いただいたことから、本格運用では予算総額を50

万円から100万円に拡充したほか、申請事務を一部

簡略化するとともに、地域外の人も団体に所属で

きるように要件を緩和いたしました。その結果、

９団体から申請をいただき、今シーズンの雪対策

に取り組んでいただいているところであります。 

  地域の支え合いによる除排雪事業は、地域の連

帯意識や高齢者に対する見守り意識の向上などの

２次的効果もありますので、多くの地域で活用し

ていただけるよう周知するとともに、さらなる内

容の磨き上げを図っていきたいと考えております。 

  また、次年度は、降雪期前までに雪対策総合計

画の中間見直しを行う予定でありますが、その取

組の中で、関係課の主査級職員によるワーキング

委員会を組織し、それぞれの課が独自に行ってい

る雪対策の取組を効率的、効果的に実施する手法

も検討していく予定としております。 

  議員から御提案のありました除雪機械の貸出し

制度や除雪サポーター制度は、除雪対策に有効な

手段の一つと捉えておりますが、本市での実施に

当たっては、実施体制の確立や財源の確保など、

様々な課題も想定されますので、調査・研究を行

っていきたいと考えております。 

  私からは以上であります。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

  〔吉田晋平建設部長登壇〕 

○吉田晋平建設部長 私からは、（６）雪対策に優

れたまちとして新たな除雪対策の導入をについて

のうち、１つ目から３つ目までの質問にお答えい

たします。 

  初めに、１つ目の質問でありますが、村山市が

行っている間口に雪を残さない除雪システムの導

入をしてみてはどうかについてでありますが、村

山市へ道路除雪方法を確認したところ、除雪ドー

ザで道路上の雪を道路脇に寄せた後、小さな除雪

ドーザで間口に置かれた雪を取り除き、近くの押

し雪場へ運ぶ、除雪と排雪を常に行う追従除排雪

を全路線対象に実施しているとのことでありまし

た。 

  本市では、やさしい雪対策として、高齢者世帯

を対象に平成23年度から押雪軽減支援制度を行っ

ておりますが、除雪作業時に除雪ドーザの排土板

の向きの調整を行い、対象世帯の間口に置かれる

雪を少なくするため、隣接する世帯の間口に置か

れる雪は多くなる傾向にあります。 

  議員御提案の村山市のような追従除排雪の導入

は、特別豪雪地帯に指定された本市においても、

冬期間の雪片づけに苦慮する市民が多いため、と

ても魅力のある雪対策ではありますが、本市の除

雪路線延長615キロメートルは村山市の236キロメ

ートルの２倍以上もあるため、車両やオペレータ

ーの確保、間口から取り除いた押し雪場の確保、

地域の協力体制、さらには排雪回数の増加による

除排雪事業費の財源など多くの課題もあり、現時

点で間口に雪を残さない追従除雪の導入は難しい

ものと考えておりますが、引き続き調査・研究に

努めてまいります。 

  次に、２つ目の質問でありますが、交差点など

に雪の壁を作らないよう、早期に排雪する取組は

できないかについてでありますが、本市では、特

に交通量の多い交差点を主要な交差点として、雪
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壁により事故が発生しないように、毎日の道路パ

トロールや各コミュニティセンターからの情報提

供を基に、適切な交差点の排雪を行っております。 

  議員お話しのとおり、通常除雪の際に、交差点

の大雪を減らすことで雪壁ができにくくすること

にはなりますが、実施に当たっての課題もあるこ

とから、除雪業者とも協議をし、その対策を検討

するとともに、引き続き雪壁が通行に支障を来さ

ないよう排雪作業を行い、安全安心な道路交通の

確保に努めてまいります。 

  次に、３つ目の質問でありますが、弘前大学旧

農学部で実験していた融雪溝を適地に導入しては

どうかについてでありますが、融雪溝について弘

前市などへ確認したところ、側部方式消流雪溝と

して、約30年前に弘前大学旧農学部が実験で関わ

った製品で、その構造は、消流雪溝内に止水板を

設け水を貯留し融雪する仕組みで、凍結や投雪に

より止水板で雪が詰まっても、消流雪溝側面に設

置したパネル内を水が通るため、溢水を防ぐこと

ができる施設であります。 

  本市では、この構造に類似した施設として、市

道舘山四丁目線に整備した流雪溝があり、側部方

式消流雪溝との構造の違いは、止水板を設け水を

貯留する仕組みは同じでありますが、側面パネル

ではなく底板に金網を敷設し水を流すスペースを

設ける構造で、坂道のため水が流れやすい地形で

あることや、沿線住民の投雪管理が徹底されてい

るため、今のところ大きな溢水は発生していない

状況であります。 

  ほかにも山形県においては、主要地方道米沢南

陽白鷹線などの一部区間で、流雪溝側面にパネル

のみを設置した流雪溝を整備した実績があります

が、山形県に問い合わせたところ、側面にパネル

を設けることで流雪溝断面が阻害され、頻繁に溢

水が発生する要因になっていることや、ごみが集

まることなどの維持管理にも影響があるとのこと

でありました。 

  このようなことから、議員御提案の側部方式消

流雪溝の導入につきましては、水量の確保や地形、

流雪溝の勾配、地元の協力体制、維持管理費など、

様々な要件を整えることは難しい状況であること

から、本市においては現時点では導入は考えてい

ないところでありますが、引き続き調査・研究に

努めてまいります。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○９番（髙橋英夫議員） 御回答ありがとうござい

ました。 

  シティプロモーションについてですけれども、

私が例えば県外の人に会って米沢の出身ですとい

う話をすれば、多分真っ先に「あ、あの米沢牛で

有名な」という話は全国どこに行っても出るかと

思います。だけれども、その米沢というのが山形

県の一体どの辺に位置しているのかとなりますと、

「いや、それは知らないですね」という方が多い

のではないか。つまり、米沢牛は全国区で本当に

有名に今なっています。けれども、米沢牛のネー

ムバリューを超えるだけの米沢というもののまち

の特徴を、今、何かお知らせするものがあるかと

いうと、まだ弱いという思いから、今回６つの項

目というものを、自分なりに挙げてみました。 

  米沢牛以外に米沢ってこういうまちなのだとい

うものが発信できれば、非常に強みになるだろう

と。何とかそれをつくり上げていきたいという思

いで、今からまた追加の質問をしたいと思います。 

  ＲＥ100を目指す環境省脱炭素先行地域につい

ての取組というものは、現在行っていないという

回答でございました。 

  ちなみに、私は冒頭に申し上げたように、米沢

市がゼロカーボンシティ宣言とか、ＳＤＧｓ未来

都市とか、プラスチックごみゼロ宣言と、地域循

環共生圏、そういったすばらしい４つの看板を持

っているという点で言えば、このＲＥ100を目指す

環境省脱炭素先行地域という事業といいますか、

これは真っ先に手を挙げて応募すべきもの、米沢

にぴったりのものと思っていたのですけれども、
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そういうチャレンジしてみようかという話題とい

うのは上がらなかったのですか。 

○相田克平議長 安部市民環境部長。 

○安部道夫市民環境部長 答弁の中では申し上げま

したけれども、これから今年度までの様々な調査

を踏まえまして、具体的にどうしていこうかとい

うことで、地球温暖化対策実行計画を見直してい

くという形で予定しているところでございます。 

  その中で、先ほども申し上げましたけれども、

いろいろな施策を組み立てていく上では、先ほど

の先行地域の選定というものも視野に入れたよう

な形で考えていきたいということでございます。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○９番（髙橋英夫議員） では、そういう検討の中

で、これからこの先行地域というものにまず応募

するといいますか、そういう可能性もあるという

ことでしょうか。 

○相田克平議長 安部市民環境部長。 

○安部道夫市民環境部長 調査結果を踏まえた検討

の中で、可能性はあるということで捉えておると

ころでございます。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○９番（髙橋英夫議員） 市長にお伺いします。 

  以前にもいろいろお話し申し上げましたけれど

も、置賜自給圏の構想、ああいう時代からずっと

市長は多分地域の循環の問題に関心を持っておら

れると思うのです。今回のこのＲＥ100を目指す環

境省脱炭素先行地域というのも、そういう市長か

らすれば、非常に魅力のある内容だったのではな

いかと私は思うのですが、この事業について、市

長自身はどう受け止めておられましたか。 

○相田克平議長 中川市長。 

○中川 勝市長 まず、いろいろとやはりゼロカー

ボンシティ宣言にしましても、ＳＤＧｓ未来都市

にしましても、プラスチックごみゼロ宣言にしま

しても、それぞれ具体的に何に取り組んでいくの

だという議会からの御指摘もいただいておるわけ

です。そういったものを具体的に詰めていくこと

によって、今、議員がお述べになっているこうし

た取組につながっていくのだろうと思っておりま

すので、そういったことをしっかりと具体的な事

例をやはりそれぞれつくり上げて、そういった中

で検討をすべきものではないかと。これありきで

やっても、またでは何をやっていくのだという御

指摘もいただくのかと思っておりますので、そこ

はしっかりと具体的な事例を定めながら、取り組

んでまいらなければならないものと思っておりま

す。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○９番（髙橋英夫議員） 私がこれにぜひ挑戦すべ

きではないかと強く思っている理由は、これまで

も申し上げてきましたように、地元の新電力の会

社が立ち上がったということ、それから山大の中

にカーボンニュートラルセンターというのができ

て動いているということがあって、非常に条件と

しては優れた自治体だと思っているのです。 

  それで、例えば新電力がこの後展開しようとし

ている、以前にも紹介しましたＰＰＡというのは、

屋根を貸すということなのですけれども、要する

にその家の屋根を新電力に貸してあげて、新電力

が新電力の費用で太陽光パネルを上げると。だか

ら、家の持ち主は初期投資はしないけれども、新

電力が上げた太陽光パネルで発電した電気を自分

の家で買うという仕組みで、地球温暖化の抑止に

貢献したいという市民が、けれども自分は金を持

っていないという場合であっても、屋根の形状が

マッチすれば、多くの市民がその活動に参加でき

るということですので、米沢のあちこちのおうち

の屋根に、ＰＰＡという制度の中でたくさんのパ

ネルが上がっていくという、実現可能性が非常に

高いということなのです。 

  そのときに、もしこのＲＥ100という事業に応募

して国からの交付金が出れば、そういった事業に

加えて、例えば蓄電池の補助といったものに充て

るとか、それからＥＶ購入の補助に充てるとかし

て、短期間にして米沢市民がこういう取組に参加



- 130 - 

でき、また、地域全体がそういった太陽光パネル

であったり、蓄電池であったり、Ｖ２Ｈだったり、

ＥＶだったりというものを普及させていると、そ

ういうまちだという特徴づけをするのに非常にマ

ッチしたものだと思ったのです。 

  では、お伺いしますけれども、その辺どうです

か。これに選定されれば、まあまあな金額の交付

金が頂けて、それを活用することによって、また

その取組が加速すると。そういった非常に環境省

の中ではこれまでになかったダイナミックな施策

だという認識はございましたか。 

○相田克平議長 安部市民環境部長。 

○安部道夫市民環境部長 ゼロカーボンシティの取

組を進める上では、非常に有益なツールであると

考えております。 

  先ほど市長も申し上げたとおり、まず具体的に

何をしていくかということをまず土台としてしっ

かりと構築してから、その先々の展開についても

同時に検討していけるものと考えております。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○９番（髙橋英夫議員） 著名な方で飯田哲也さん

という方がおられまして、その方が「ＲＥ100」と

いうブログを書いています。その中には、例えば

一生懸命この環境省の今の事業はすばらしいぞと

いうことを言っていまして、虎の巻という名前で、

こういう点に留意したら非常に採用されやすいと

いうヒントも挙げています。 

  例えばその一つが、量、事業展開量です。今言

ったように、初期投資なしでたくさんの方が太陽

光パネルを上げるという取組を展開するので、短

時間に何十軒、何百軒というお宅が太陽光パネル

を上げるということの実現可能性が高いというこ

とですね。 

  あとは質とか、実現可能性とか、あとはバラン

スとか、幾つかの要件を彼は挙げていましたけれ

ども、そのいずれを取っても、今の米沢市という

のは、先ほど申し上げたような新電力の存在、カ

ーボンニュートラルセンターの存在、それから先

ほどポテンシャルの調査はしましたという話でし

たけれども、そういった太陽光パネルに限らず

様々な再生可能エネルギーの発電ができる地域だ

という様々なことを考えると、非常に優位性の高

いまちだと言えます。 

  現在、環境省のホームページを見ますと、昨年、

46の自治体が選出されて、内容がどんなことで認

められたかということが見られますのでぜひ見て

ほしいのですけれども、そういうものと比べても、

米沢の選定条件というのは非常にすばらしいもの

があって、非常に私は選定される可能性は高いだ

ろうと思っています。 

  ただ、去年と今年にかけて100の自治体を選ぼう

ということなのですけれども、公募のラストチャ

ンスが今年の８月なのです。最後のチャンスが８

月です。 

  なので、もし市の幹部の皆さんで大至急検討し

ていただいて、やろうかというときには、その８

月に間に合うような取組が可能であれば、やって

ほしいということを強くお願いして、今日のとこ

ろはちょっと一旦終わりにしたいと思います。 

  では、項目２の子育て応援宣言のことについて、

このことに関連して、昨日、島貫議員も第２子の

保育料の無償化についても質問されて、そのとき

に、市長の考えというのも問われていました。市

長からは、とにかく総合的に勘案してやっていく

しかないというお話だったかと思います。 

  ただ、私、ちょっと一つ改めて確認したいのは、

島貫議員の質問の意図と、私もこれから同じ意図

で聞くのですが、出生数が非常に減っているとい

う点でいうと、かなり危機感があるわけですね。

このまま想定以上に生まれる数が少ないという年

が続きますと、やはり地域全体が疲弊していく。

産業人口に参加できる若者も減っているわけです

から、まち全体の危機だという危機感を強く持っ

ていて、そういう意味では総合的にやっていくし

かないというそういった話も理解できなくはあり

ませんけれども、岡山県奈義町の話で紹介したよ
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うに、相当な覚悟といいますか、決意を持って子

育てに対して力を入れて、ほかの自治体に負けな

いというものを打ち立てるというような思い切っ

たことも、奈義町も危機感から始まってきたわけ

ですけれども、私は必要な情勢なのではないかと

思いますが、この点はいかがなのでしょうか。 

○相田克平議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 確かに子育て支援施策

としては、経済的負担の軽減ということで必要な

部分ではあるかと思います。 

  ただ、昨日も申し上げましたように、子育て施

策、財政支援を行うには相当な財政的負担が必要

になってくると思います。それは全庁的に考えた

上で、総合的にやはり判断していくものと考えて

おります。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○９番（髙橋英夫議員） ぜひ今後の議論にしてほ

しいわけですけれども、当然その新しい拡充とい

うことになりますと、様々な財源の問題を聞きま

すけれども、多分奈義町などで言えば、それを投

資してもやらないと、とにかく人口が減っていく

一方だということで判断したということがありま

すので、今、米沢市はどういう状況なのかという

ことは、改めて議論の余地があるのではないかと

私は思っているので、その検討をお願いしたいと

思います。 

  あとは、学校給食の無償化については、これま

で４回ほど私も取り上げてきて、今日も同じ回答

だったわけですけれども、ちなみにですが、今ど

んどん全国でも、それから山形県内でも、学校給

食無償化という動きの非常にテンポが速まってい

ると私は思っていますが、現時点で山形県内、米

沢以外の自治体で学校給食の無償化ということを

実施しているという状況について把握はされてい

るでしょうか。参考までにお伺いします。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 正確かどうかと言われる

とちょっと分からないのですが、ある資料により

ますと、３自治体ほど取り組んでいるというよう

に把握はしております。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○９番（髙橋英夫議員） 私の手元に資料がありま

すので御紹介します。３自治体とおっしゃったの

は、多分これまで実施したという意味だと思うの

ですが、それは寒河江市、西川町、鮭川村、この

３つが既にもう全額助成をしているということで

すね。ですけれども、新年度から全額助成すると

決まった自治体が、そのほかに河北町、中山町、

山辺町、朝日町、大江町ということで、プラス５

つですか。ですから、新年度からという意味です

けれども、全額助成となるのは合計８つの自治体

と載っております。 

  それから、尾花沢市と大石田町は半額助成です

ね。それから、庄内町は半年間という期間限定で

すけれども全額支援と。それから、例えばこれは

小学生で１食当たり10円、中学生25円という部分

的なものですけれども、こういった部分的な助成

をしているという自治体が、東根市、新庄市、真

室川町、長井市、白鷹町と合計で５つあります。

それから、助成の形態が、満18歳未満の子から年

長順に数えて３人目以降の小中学生の子に全額助

成するという仕組みをつくっているのが、天童市、

村山市、鶴岡市の３つですね。それに所得要件を

設けて今の制度をやっているのが南陽市というこ

とで、ここまでの自治体の数を合計しますと、20

自治体が小中学校の学校給食の無償化に取り組ん

でいるのです。 

  ですから、山形県内を見渡して、35市町村のう

ちの20自治体がそうやって取り組んでいると考え

ますと、やはりなかなか、先ほど健康福祉部長の

話では、行政と市民と団体、みんなの機運で応援

宣言をつくっていくという話でしたけれども、ぜ

ひそういった現状がありますので、米沢もやはり

米沢市民が「米沢のまちの子育て施策、すごくい

いよ。おいで」と胸を張って言えるように前進さ

せていっていただけないのかと思っているところ
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です。ぜひ、今後とも御検討をお願いしたいと思

います。 

  それから、学園都市についての先ほどの回答の

中で、様々お話を伺って、地元企業も大学に対し

て様々要望を持っていらっしゃるということとか、

大学でも意欲的に、また意識を持ってやっておら

れるという話を聞いて少し安心したわけですけれ

ども、その中で話がありました太陽光電池の話で、

サッシにそれを埋め込むという技術ですか。これ

というのは、具体的にはもうできたのでしょうか。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 まだ製品化には至っていない

とお聞きしておりますけれども、今、庁舎の２階

にもちょっとそういう太陽電池を使った窓を展示

しているところです。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○９番（髙橋英夫議員） 今の話は、実際それが動

いているということですね。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 試作品の例として、２階の東

側のロビーに展示をしております。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○９番（髙橋英夫議員） つまり、試作品はあるけ

れども、まだ販売するまでには至っていないとい

うことでよかったですか。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 そうお聞きしております。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○９番（髙橋英夫議員） 産学官の連携においては、

ぜひそういうオンリーワンの商品を本当に完成さ

せていただいて、そういった付加価値の高い工業

といいますか、産地となるようにしていただきた

いと強く思うところです。 

  あとは、遠藤企画調整部長から、「ＭｙＲｉｄ

ｅのるる」については今後、研究ということだと

いう話だったと思うのですけれども、私はやはり

路線を考えるとか、本数を増やすとかと先ほどあ

りましたけれども、効率を考えると、この「Ｍｙ

Ｒｉｄｅのるる」というやり方が、非常に効率が

いいのではないかと思っています。 

  参考までにですけれども、高萩市と今、お隣の

会津若松市でも実証実験しているのですが、会津

若松市の場合は、全てスマートフォンからオーダ

ーするのですが、高萩市の場合は、お年寄りが自

宅の固定電話からのオーダーも可能という仕組み

で回しているそうです。 

  この仕組みだと、本当に無駄がないですよね。

例えば先ほどの話で、路線を学生の人たちや市民

の人たちが使うところをずっと回すのだとおっし

ゃいますけれども、定時定路線というやり方とい

うのは、結局乗る人がいなければ空っぽで走ると

いうことになりますので、そういう効率あるいは

無駄をなくしていくという意味でいえば、この仕

組みは非常にすばらしい仕組みだと思いますので、

しかも会津若松市で今やっているということなの

で、ぜひ実際に現場を見るなり、研究していただ

いたらどうかと思います。 

  ぜひ、学生の皆さんがそういう中で過ごしやす

い、生活しやすい、活動しやすい、そういうまち

になるようにしていただきたいと思います。 

  それから、そういう学生の人たちが、本当に卒

業後に米沢に残ってほしいという思い、これは私

だけではなくて、本当に多くの方が思っておられ

ると思います。 

  実際に様々な地域活動を通して、米沢で働いて

みようとか、米沢で生活してみようと、米沢に残

ってくれている学生も確かに何人かおられますよ

ね。そういう学生の人たちの姿を見てみますと、

出会っているきっかけってあるのです。 

  例えば私もそうだったのですけれども、４年前

かな、まちづくり人財養成講座という講座があっ

て、何回か、今日も話題になっている谷中先生と

かが講演で来られた会で、まちづくりに関心のあ

る大学生、それから市民が一堂に会して学んだと

いうことが出会いのきっかけになって、そこから

次の取組が生まれていく。そんなことが、今、起
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きています。 

  この間、広報にも紹介されましたけれども、ス

ノーラーメン協会などというのが紹介されていま

した。あれをつくったのも、そういうまちづくり

人財養成講座なり、谷中先生の講座を受けた市民、

学生の有志でつくった会、こういったものが母体

になってああいう会に発展しているのですが、そ

ういう意味では、学生の人たちや市民の人たちが、

そういったまちづくりなんていう取組に向かって

学ぼうといって集まってくれば、こういう場は非

常に大事だと思うのです。できれば私は、個人的

にはまちづくり人財養成講座、15年の役割が終わ

ったからということで終了しますけれども、再開

できないかなという個人的な思いはありますが、

そういった場づくりについてはいかがでしょうか。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 学生さんが地域活動に取

り組むことで、地域に定住したり、あるいは愛着

を持ってもらうというところが大事だろうと我々

も思っておりまして、学園都市推進協議会では、

今回の議会でも答弁で申し上げているとおり、ホ

ームタウン化に取り組んでいるというところであ

ります。 

  次年度につきましては、大学生向けのバスツア

ーなどについても、地域の大人たちと関わりを持

てるような内容にしていくとか、わっさまるしぇ

に参加するとか、そういったことも考えておりま

す。また、地域の大人たちと交流できるようなイ

ベントを開催したり、あとホームページ、ＳＮＳ

を活用して情報交流の機会づくりをやるなど、学

生が地域の人々と様々に交流できるような取組を

しっかりやっていきたいと思っております。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○９番（髙橋英夫議員） ちょっと一つ、項目を戻

らせていただきます。 

  先ほどちょっと質問するのを忘れたので、今、

追加の質問としてさせていただきますけれども、

学校給食の中身についてですけれども、今、全国

でいろいろ取組が起きている有機の作物ですね。

オーガニック食材なんかを導入する。こういった

ことなんかも、子育ての応援の自治体というイメ

ージが非常に出ますので有効だなと思っていて、

昨日もオーガニックビレッジの話題がありました。 

  有機農業のやはり活性化といいますか、農家を

増やすということのためには、ぜひ学校給食の食

材に有機農産物を使って、そして農家も応援する。

作ったものは必ず使ってもらえるという関係をつ

くる中で発展させていくというのは、やはり非常

に有効ではないかと思います。 

  それで大きな成功を収めているのが千葉県のい

すみ市というところで、ここは2013年からその取

組を始めて今年で10年目なのですけれども、たっ

た10年のうちでもう、全ての小中学校のお米、そ

れから野菜８種類全部を地元の二十数軒の農家た

ちが学校給食に提供しているということで、その

取組がすばらしいということで、田舎暮らしの本

というものがあるのですけれども、それの住みた

い田舎ベストランキングで2017年度から４年連続

１位なのです。 

  ですから、地域全体がそういうオーガニックの

食材で頑張っていて、しかも学校給食はそれだと

なったときに、周りの人が本当にそれを目指して

といいますか、それが食べたいというので集まっ

てくるという、そういう成功事例をつくっている

ようです。 

  これについては事前に通告しておりましたので、

これについて、こういう取組はいかがですかとい

う質問をしておりましたので、回答をお願います。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 今、お話のありましたいすみ

市の例ですけれども、これまでも髙橋議員から何

回か御紹介いただいておりました。 

  実は昨日、そして一昨日、１泊２日で有機農業

産地づくり推進協議会のメンバー、事務局が視察

に行ってきました。そこでいろいろ学校給食に携

わった仕組みをつくられた方のお話もお聞きする
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ということでしてきたようです。 

  ぜひそういうものも、学びを生かせるように大

いに参考とさせていただきたいと思っているとこ

ろです。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○９番（髙橋英夫議員） 先ほども申し上げました

けれども、2010年に市長が、兵庫県豊岡市の事例

に触れて、農林課の鮫田という市職員に「おまえ、

行ってこい」と言って視察に行かせて、そして具

体的には2013年度からチャレンジがスタートして、

たった今年で10年、その間に農家が増えて、今言

ったような形で給食は全部、それからそれ以外に

もスーパーですとか、弁当や生協にも出荷するぐ

らいの生産量になっているということですから、

本当にやる気になればできるのだなという思いを

私はいたしました。ぜひ米沢でもまねていってほ

しいということを思っている次第です。 

  時間がありませんので、最後に１件だけ質問さ

せていただきますけれども、先ほど村山市の間口

除雪の話で、押し雪場に押しているという話があ

りました。あとは新潟市ですか、結構道路の排雪

のタイミングが早くて、すごく除雪がいいという

ことを、新潟に行ってきた市民の方がびっくりし

て話していました。 

  これは、除雪ローダーは普通排雪をするときに、

ダンプを脇に走らせて、２車線使って排雪するわ

けですけれども、高速道路なんかもそうですが、

１車線後方積込み型といって、前方のロータリー

でかき出した雪を、車の上のベルトコンベヤーで

だっと後ろに送って、後ろを走るダンプカーに雪

を積み込むと。そういう除雪車があるのですね。

これですと、例えば日中、結構道路が混雑するよ

うな状況の中でも、比較的交通整理をしやすいと

いう状況の中で排雪ができるということかと思い

ます。 

  先ほど質問でも取り上げた、歩道脇の壁を崩し

て排雪するとかという作業などをするときに、ぜ

ひ米沢でもこの１車線後方積込み型というロータ

リーを導入するということを検討したらどうかと

思いますが、これまで検討をしたことがあったの

かどうかも含めて教えてください。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 今、髙橋議員から御紹介あっ

た機械でありますが、今まで検討した経過はござ

いませんので、今後、どういったものかというこ

とについては検討してまいりたいと考えておりま

す。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○９番（髙橋英夫議員） 共産党が市民アンケート

を今やっているのですが、やはり除雪がすごく悪

くて、道幅が狭いとかという声がいっぱいありま

した。 

  市道のそういう狭いところで今言ったような機

械が入れば、いわゆる雪を押していくのではなく

て、そのままそのロータリーでかき出して排雪で

きるという仕組みに変われば、もっともっと生活

のしやすい雪国の米沢の暮らしができるようにな

るかと思いますので、ぜひ前向きに御検討いただ

きたいということをお願いして、質問を終わりま

す。 

○相田克平議長 以上で日本共産党市議団、９番髙

橋英夫議員の代表質問を終了し、暫時休憩いたし

ます。 

 

午後 ４時１０分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ４時１０分 開  議 

 

○相田克平議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

 

 

  日程第２ 議案の付託 
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○相田克平議長 次に、日程第２、議案の付託であ

ります。 

  去る２月24日の本会議で上程されました議案

33件は、会議規則第37条第１項の規定により、配

付しております議案付託表のとおり、それぞれ所

管の委員会に付託いたします。 

  各委員会は、会議日程により慎重審査の上、補

正予算は来る３月10日の本会議に、その他の議案

は来る３月23日の本会議にその結果を報告願い

ます。 

 

 

 

  散    会 

 

○相田克平議長 以上をもちまして本日の日程は終

了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

 

  午後 ４時１１分 散  会 
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